
 

第５期 第４回 横浜市子ども・子育て会議（総会） 

開催日時：令和４年８月23日（火） 

午後６時～午後８時      

開催方法：オンライン開催      

次第 

１ こども青少年局長あいさつ 

 
 ２ 部会報告 【資料４～資料７】 

 

３ 審議事項 

（１） 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について【資料８】 

（２） 令和５年４月入所に向けた保育の必要性の認定基準の一部改正について【資料９】 

 

４ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症に関するこども青少年局の事業・取組【資料10】 
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資料１ 第５期横浜市子ども・子育て会議 委員名簿・部会名簿 

資料２ 第５期横浜市子ども・子育て会議事務局名簿 

資料３ 横浜市子ども・子育て会議条例 ・ 横浜市子ども・子育て会議運営要綱 

資料４ 部会報告 子育て部会  

資料５ 部会報告 保育・教育部会 

資料６ 部会報告 放課後部会 

資料７ 部会報告 青少年部会 

資料８－１ 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

資料８－２ 令和３年度第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価案 

資料９ 令和５年４月入所に向けた保育の必要性の認定基準の一部改正について 

資料10－１ 新型コロナウイルス感染症に関するこども青少年局の事業・取組 

資料10－２ 保育所等における感染状況等について 

 



（敬称略・50音順）

氏名 所属・役職等

1 青栁
あおやぎ

　寛子
ひろこ

横浜市PTA連絡協議会　副会長

2 青山
あおやま

　鉄兵
てっぺい

文教大学人間科学部　准教授

3 ○ 明石
あ かし

　要一
よういち

千葉敬愛短期大学　学長

4 池田
いけだ

　浩久
ひろひさ

市民委員

5 石井
いしい

　章仁
あきひと

大妻女子大学家政学部児童学科　准教授

6 上岡
うえおか

　朋子
ともこ

市民委員

7 大庭
おおば

　良治
りょうじ

一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会　会長

8 ◎ 大日向
おおひなた

　雅美
まさみ

恵泉女学園大学　学長

9 川越
かわごえ

　理香
りか

一般社団法人横浜市医師会　常任理事

10 後藤
ごとう

　美砂子
みさこ

横浜商工会議所女性会　副会長

11 坂本
さかもと

　寿子
ひさこ

一般社団法人ラシク０４５

12 清水
しみず

　純也
じゅんや

公益社団法人横浜市幼稚園協会　会長

13 相馬
そうま

　直子
なおこ

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門　教授

14 田中
たなか

　健
けん

横浜市社会福祉協議会　児童福祉部会　

15 津富
つとみ

　宏
ひろし

静岡県立大学国際関係学部　教授　

16 萩原
はぎわら

　建
けん

次郎
じろう

駒澤大学総合教育研究部 教授

17 福居
ふくい

　恵子
けいこ

横浜地域連合　副議長

18 辺見
へんみ

　伸一
しんいち

横浜市青少年指導員連絡協議会　会長

19 宮﨑
みやざき

　良子
りょうこ

横浜市民生委員児童委員協議会　栄区主任児童委員連絡会代表

20 八木澤
やぎさわ

　恵
え

奈
な

横浜障害児を守る連絡協議会　副会長　　　

◎：委員長　〇：副委員長

第５期　横浜市子ども・子育て会議　委員名簿
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（敬称略・50音順）

氏名 所属・役職等

上岡
うえおか

　朋子
ともこ

市民委員

○ 川越
かわごえ

　理香
りか

一般社団法人横浜市医師会　常任理事

後藤
ごとう

　美砂子
みさこ

横浜商工会議所女性会　副会長

坂本
さかもと

　寿子
ひさこ

一般社団法人ラシク０４５

◎ 相馬
そうま

　直子
なおこ

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門　教授

田中
たなか

　健
けん

横浜市社会福祉協議会　児童福祉部会　

福居
ふくい

　恵子
けいこ

横浜地域連合　副議長　　　

八木澤
やぎさわ

　恵
え

奈
な

横浜障害児を守る連絡協議会　副会長　　　

臨時
委員 後藤

ごとう

　彰子
あきこ

神奈川県小児保健協会　会長

◎ 石井
いしい

　章仁
あきひと

大妻女子大学家政学部児童学科　准教授

大庭
おおば

　良治
りょうじ

一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会　会長

清水
しみず

　純也
じゅんや

公益社団法人横浜市幼稚園協会　会長

石山
いしやま

　亜紀子
あきこ 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会

男女共同参画センター横浜　相談センター長

大澤
おおさわ

　洋美
ひろみ

東京成徳短期大学幼児教育科　教授

尾木
おぎ

　まり 子どもの領域研究所　所長

倉根
くらね

　美穂
みほ

※ 横浜市PTA連絡協議会　副会長

天明
てんみょう

　美穂
みほ

一般社団法人ラシク０４５

森
もり

　佳代子
かよこ

横浜障害児を守る連絡協議会　会長

○ 山瀬
やませ

　範子
のりこ

國學院大学人間開発学部子ども支援学科　准教授

青栁
あおやぎ

　寛子
ひろこ

横浜市PTA連絡協議会　副会長

○ 青山
あおやま

　鉄兵
てっぺい

文教大学人間科学部　准教授

◎ 明石
あかし

　要一
よういち

千葉敬愛短期大学　学長

池田
いけだ

　浩久
ひろひさ

市民委員

辺見
へんみ

　伸一
しんいち

※ 横浜市青少年指導員連絡協議会　会長

宮﨑
みやざき

　良子
りょうこ

横浜市民生委員児童委員連絡協議会　栄区主任児童委員連絡会代表

角井
つのい

　治
じ

朗
ろう

横浜市小学校長会　副会長

松本
まつもと

　豊
ゆたか

横浜市子ども会連絡協議会　会長

宮永
みやなが

　千恵子
ちえこ

横浜障害児を守る連絡協議会　副会長

◎ 津富
つとみ

　宏
ひろし

静岡県立大学国際関係学部　教授　

○ 萩原
はぎわら

　建次郎
けんじろう

駒澤大学総合教育研究部 教授

辺見
へんみ

　伸一
しんいち

※ 横浜市青少年指導員連絡協議会　会長

岩本
いわもと

　真実
まみ Ｋ２インターナショナルグループ

ＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップ　代表理事

熊
くま

部
べ

　良子
りょうこ 特定非営利活動法人ユースポート横濱　副理事長

よこはま若者サポートステーション　施設長

倉根
くらね

　美穂
みほ

※ 横浜市PTA連絡協議会　副会長

林田
はやしだ

　育美
いくみ 認定特定非営利活動法人つづき区民交流協会

都筑多文化・青少年交流プラザ　館長

平森
ひらもり

　義教
よしのり

横浜市立中学校校長会

矢尾
やお

　覚史
さとし

神奈川県弁護士会　弁護士

梁田
やなだ

　理恵子
りえこ 横浜市民生委員児童委員協議会　理事

中区民生委員児童委員協議会　会長

横田
よこた

　孝行
たかゆき

横浜市立高等学校長会

◎：部会長　〇：副部会長 ※で表示の委員については、複数部会へ所属

第５期　横浜市子ども・子育て会議　部会名簿

所属部会

子育て部会
委員

青少年部会

保育・教育
部会

臨時
委員

委員

委員

臨時
委員

委員

臨時
委員

放課後部会



区 分 所 属 氏 名

局長 こども青少年局長 吉 川 直 友

こども青少年局副局長（総務部長） 福 嶋 誠 也

こども青少年局医務担当部長 岩 田 眞 美

青少年部長 遠 藤 寛 子

保育・教育部長 齋 藤 真 美 奈

保育・教育部保育対策等担当部長 本 城 泰 之

こども福祉保健部長 武 居 秀 顕

こども福祉保健部担当部長 浦 﨑 真 仁

中央児童相談所長 川 尻 基 晴

総務課長 久 保 田 淳

青少年育成課長 梶 原 敦

青少年相談センター所長 小 栗 由 美

放課後児童育成課長 永 松 弘 至

保育・教育支援課長 小 田 繁 治

保育・教育支援課人材育成・向上支援担当課長 野 澤 裕 美

保育・教育支援課幼保小連携担当課長 田 村 憲 一

保育・教育運営課長 古 石 正 史

保育・教育運営課担当課長 真 舘 裕 子

保育・教育給付課長 石 田 登

保育・教育認定課長 大 槻 彰 良

保育対策課長 渡 辺 将

保育対策課担当課長 大 島 範 子

保育対策課担当課長 岡 崎 有 希

こども施設整備課長 安 達 友 彦

こども家庭課長 上 原 嘉 明

地域子育て支援課長 廣 瀬 綾 子

地域子育て支援課親子保健担当課長 戸 矢 崎 悦 子

こどもの権利擁護課長 柴 山 一 彦

こどもの権利擁護課児童施設担当課長 村 上 和 孝

障害児福祉保健課長 及 川 修

中央児童相談所支援課担当課長 坂 清 隆

中央児童相談所虐待対応・地域連携課長 石 神 光

青少年育成課担当係長 斉 藤 健

放課後児童育成課担当係長 唐 澤 英 和

保育・教育支援課事業調整係長 佐 藤 真 知

保育・教育運営課運営・指導係長 大 内 学

保育・教育認定課担当係長 萩 谷 靖 子

保育対策課担当係長 槙 村 瑞 光

こども施設整備課担当係長 佐 藤 洋 平

こども家庭課担当係長 木 寺 洋

地域子育て支援課担当係長 高 瀬 博 子

地域子育て支援課担当係長 長 澤 昇 平

地域子育て支援課担当係長 東 明 徳

こどもの権利擁護課養護支援係長 稲 村 良 介

障害児福祉保健課担当係長 嶋 田 慶 一

事務担当

田 口 香 苗

生 野 元 康

企画調整課長　

企画調整課担当係長

部

長

課

長

横浜市子ども・子育て会議〔総会〕　　事務局名簿

こども青少年局

係

長
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横浜市子ども・子育て会議条例 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「支援法」という。)第 77 条

第１項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第 25 条等の規定に基づき、横

浜市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 支援法第 77 条第１項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 認定こども園法第 17 条第３項、第 21 条第２項及び第 22 条第２項並びに横浜市幼保

連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 26

年９月横浜市条例第 46 号）第４条の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議

すること。

(3) その他支援法第６条第１項に規定する子ども等に係る施策に関し市長が必要と認め

る事項を調査審議すること。

２ 支援法第 61 条第１項の規定に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画は、次世代育

成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第８条第１項の規定に基づく市町村行動計

画と一体のものとして策定し、及び評価するため、子育て会議は、当該市町村行動計画

の策定及び当該市町村行動計画の実施状況に係る評価についての調査審議を併せて行う

ものとする。 

(組織) 

第３条 子育て会議は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、支援法第 7 条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員) 

第５条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるとき

は、臨時委員若干人を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

(委員長及び副委員長) 

第６条 子育て会議に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第７条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出さ

れていないときは、市長が行う。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

資料３
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３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

(部会) 

第８条 子育て会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員

が、その職務を代理する。 

５ 第６条第３項の規定は部会長の職務について、前条(第１項ただし書を除く。)の規定

は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第６条第３項並びに前

条第１項本文及び第３項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第６条第３項及び前条

中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第２項及び第３項中「委員」とあるのは

「部会の委員」と読み替えるものとする。 

(関係者の出席等) 

第９条 委員長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認める

ときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資

料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 10 条 子育て会議の庶務は、こども青少年局において処理する。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が

子育て会議に諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ 第３条第２項の規定により平成 27 年４月１日に任命される委員の任期は、第４条第１

項本文の規定にかかわらず、同日から平成 28 年 10 月 31 日までとする。 

附 則（平成 26 年９月条例第 59 号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成24年法律第66号）の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。

（準備行為）

２ 横浜市子ども・子育て会議条例第１条に規定する子育て会議は、この条例の施行の日前においても、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律による改正

後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）

第17条第３項の規定によりその権限に属させられる事項について、この条例による改正後の横浜市子ど

も・子育て会議条例の規定の例により、調査審議することができる。

附 則（平成 27 年２月条例第 12 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）の施行の日から施行する。ただし、附則

を附則第１項とし、同項に見出しを付し、附則に１項を加える改正規定は、平成 27年４月１日から施行す

る。 
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横浜市子ども・子育て会議運営要綱 

 
制定 平成 27 年３月５日 こ企第1019号（局長決裁） 

最近改正 平成 30 年８月１日 こ企第1 4 2号（局長決裁） 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子ども・子育て会議条例（平成 25 年３月横浜市条例第

18号。以下「条例」という。）に基づき設置される、横浜市子ども・子育て会議（以

下「子育て会議」という。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものと

する。 

 

 （部会） 

第２条 子育て会議は、条例第８条に基づき次の左欄に掲げる部会を置き、右欄に掲

げる事項を調査審議する。 

 

部会の名称 調査審議事項 

子育て部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

保育・教育部

会 

１ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認及び利用定員

の設定に関すること（条例第２条第１項第１号関係） 

３ 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１

項第２号関係） 

４ 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること

（条例第２条第１項第３号関係） 

５ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

６ 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

７ 幼稚園２歳児受入れ推進事業実施園の審査に関すること（条例第

２条第１項第３号関係） 

８ 子ども・子育て支援法に係る支給認定、利用者負担額等に関する

こと（条例第２条第１項第３号関係） 

放課後部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

青少年部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

 

２ 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 

３ 保育・教育部会における次の事項の決定は、子育て会議の決定とみなす。ただし、

次回の子育て会議に報告しなければならない。 

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること（条

例第２条第１項第１号関係） 

(2) 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１項第２号関係） 

(3) 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること（条例第２条第１
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項第３号関係） 

(4) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること（条例第２条第

１項第３号関係）

(5) 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関すること（条例第２条

第１項第３号関係）

(6) 幼稚園２歳児受け入れ推進事業実施園の審査に関すること（条例第２条第１項第

３号関係）

（委員長又は部会長の専決事項） 

第３条 委員長は、軽易又は急施を要する事項で、子育て会議を招集する暇がないと

きは、これを専決できる。ただし、次の子育て会議に報告しなければならない。 

２ 第１項の規定は、第２条第３項について、部会長に準用する。この場合において、

第１項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第１項中「子育て会議」とあるのは

「部会の会議」と読み替えるものとする。 

（会議の公開） 

第４条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１

号）第31条の規定により、子育て会議（部会の会議を含む。）については、一般に

公開するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

（意見の聴取等） 

第５条 委員長は、子育て会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることが

できる。 

２ 第１項の規定は、部会長に準用する。この場合において、第１項中「委員長」と

あるのは「部会長」と、第１項中「子育て会議」とあるのは「部会の会議」と読み

替えるものとする。 

（守秘義務） 

第６条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分

を失った後も同様とする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、委員長が子育て会議に

諮って定める。 

  附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則

この要綱は、平成 28 年 11 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年８月１日から施行する。 
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令和３年度、令和４年度
⼦ども・⼦育て会議部会報告書

回数 開催⽇時、会場等 主な審議内容等
第１回 令和４年８⽉８⽇

10:00〜12:00
（みなと1・2・3会議室）

「横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」にお
ける令和３年度点検・評価について

１.部会開催状況

⼦育て部会

（期間）令和４年３⽉１⽇〜令和４年８⽉８⽇

資 料 ４
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第２回
報告事項 横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画における令和３年度点検・評価について

報告内容 事務局案の説明があり、内容について了承した。

主な意⾒

【基本施策１】乳幼児期の保育·教育の充実と学齢期までの切れ⽬のない⽀援
・病後児保育事業について、遠⽅のために使えないという声も聞こえており、病
児保育事業とともにニーズ調査などから必要数の検討が必要でないか。

【基本施策４】障害児への⽀援の充実
・障害児⽀援について、18歳以下の児童への⽀援は充実してきているが、18歳以
降については、⽀援の滞りを感じる。切れ⽬のない⽀援の充実が必要であり、⼦
どもたちの個々の成⻑に応じた伴⾛⽀援をお願いしたい。

・児童虐待との関連として、障害児⽀援の団体からも、要対協の⼀員として参加
していくことも必要ではないか。

・医療的ケア児の⽀援について、コーディネーターを配置して⼈数を増やすとと
もに、相談に対応していくための体制作りもお願いしたい。

２.主な報告事項
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主な意⾒

【基本施策５】⽣まれる前から乳幼児期までの⼀貫した⽀援の充実
・妊娠・出産⽀援事業については、若年層への更なる⽀援を充実していくために、
現状の分析を進めて、周知の⽅法や相談対応の⼿法ついての検討も必要ではない
か。

・思春期保健指導事業について、地域⼦育て拠点と連携し、地域の中で⽀援して
いくのも良いのではないか。

・産後⺟⼦ケア事業について、既に⽬標を達成していることからも、利⽤者ニー
ズが⾼い事業と思われるが、必要な家庭にサービスが⾏き届くような配慮や⽀援
体制の拡充が必要ではないか。

【基本施策６】地域における⼦育て⽀援の充実
・乳幼児⼀時預かり事業について、WEB予約により利⽤者の利便性の向上が図
られたが、緊急性や必要性などに配慮したサービス提供のあり⽅について、更な
る検討を進めてほしい。

・横浜⼦育てサポートシステムについて、時代の変遷に併せて、利⽤ニーズの分
析を進め、ヤングケアラーなどの新たな⽀援ニーズに応えられるようになると良
い。
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主な意⾒

【基本施策７】ひとり親家庭の⾃⽴⽀援／配偶者等からの暴⼒（ＤＶ）への対応
と未然防⽌
・寄り添い⽅⽣活⽀援事業及び寄り添い⽅学習⽀援事業について、⾝近な地域の
居場所として利⽤されており、引き続き、⽀援を進めてほしい。

【基本施策８】児童虐待防⽌対策と社会的養護体制の充実
・⼦育て短期⽀援事業について、児童家庭⽀援センターでは、新型コロナウイル
スの影響により、⽀援にあたって感染リスクの問題など苦慮する場⾯が⾒られた。
コロナ禍においてもそうだが、平時から区役所内での連携が必要と感じる。

【基本施策９】ワーク・ライフ・バランスと⼦ども・⻘少年を⼤切にする地域づ
くりの推進
・ワーク・ライフ・バランスの推進においては、セミナーの実施回数や⽀援事業
所数などで評価するのも良いが、⽗親の価値観の変化など、事業の推進によって
どのように変化していったかなど、質的なものも評価として⼊れていったら良い
のではないか。
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令和３年度、令和４年度
⼦ども・⼦育て会議部会報告書

回数 開催⽇時、会場等 主な審議内容等
第８回 令和４年３⽉29⽇

18：00〜21：00
（みなと４・５会議室）

１ 審議事項
(1)私⽴幼稚園等預かり保育事業の認定先の審査について
(2)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利⽤定員の設
定について

第９回 令和４年６⽉30⽇
18：00〜21：50
（みなと６・７会議室）

１ 審議事項
(1)⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検評価について
(2)令和５年４⽉⼊所に向けた保育の必要性の認定基準の⼀部改
正について
(3)私⽴幼稚園等預かり保育事業実施園の認定先の審査について

第10回 令和４年８⽉１⽇
18：30〜20：00
（みなと６・７会議室）

１ 報告事項
(1)令和４年度幼保⼩の架け橋プログラムに関する調査研究事
業について
２ 審議事項
(1)私⽴幼稚園２歳児受⼊れ推進事業の事業者選定について

１.部会開催状況

保育・教育部会

（期間）令和４年３⽉１⽇〜令和４年８⽉８⽇

1

資 料 ５



第８回

報告事項 (1)私⽴幼稚園等預かり保育事業の認定先の審査について

報告内容 審議の結果、２法⼈２件を新規認定園として承認した。

主な意⾒ 特になし

報告事項 (2)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利⽤定員の設定について

報告内容 審議の結果、付議された全ての利⽤定員について承認した。

主な意⾒ 特になし

２.主な報告事項

【添付資料】第５期横浜市⼦ども・⼦育て会議 第８回保育・教育部会の審議結果 2



【添付資料】第５期横浜市⼦ども・⼦育て会議 第９回保育・教育部会の審議結果

第９回

報告事項 (1)⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検評価について

報告内容 事務局案の説明があり、⽂⾔について⼀部修正することとし、内容について承認
した。

主な意⾒
・今後の取り組みの⽅向性で、⼀時預かり事業の予約オンラインシステムに関す
る保護者の利便性の向上であることを、分かりやすく表記したほうがよい。

・難しいと思うが評価指標について質的な評価も今後は盛り込めるとよい。
報告事項 (2)令和５年４⽉⼊所に向けた保育の必要性の認定基準の⼀部改正について

報告内容 令和５年４⽉⼊所に向けた保育の必要性の認定基準の⼀部改正について報告を受
けた。

主な意⾒ 特になし

報告事項 (3)私⽴幼稚園等預かり保育事業実施園の認定先の審査について

報告内容 審議の結果、２法⼈２件を新規認定園として承認した。

主な意⾒ 特になし
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【添付資料】第５期横浜市⼦ども・⼦育て会議 第10回保育・教育部会の審議結果

第10回

報告事項 (1)令和４年度幼保⼩の架け橋プログラムに関する調査研究事業について

報告内容 令和４年度幼保⼩の架け橋プログラムに関する調査研究事業について、報告を受
けた。

主な意⾒ 特になし

報告事項 (2)私⽴幼稚園２歳児受⼊れ推進事業の事業者選定について

報告内容 審議の結果、付議された３件を新規事業者として採択することを承認した。

主な意⾒ ・１件の２歳児保育の年間指導計画について、保育所保育指針の内容に沿って表
現したほうがよいのではないか
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【添付資料】 

５ 
 

第５期横浜市子ども・子育て会議 第８回保育・教育部会の審議結果 

 

令和４年３月 29 日開催の保育・教育部会における審議結果は、次のとおりです。 

 

（１）私立幼稚園等預かり保育事業実施園の認定先の審査について 

    

審議の結果、付議された２件を新規認定園として承認しました。 

    

施設名 法人名 受入れ枠 事業開始日(予定) 

1 霞ヶ丘幼稚園 (学) 霞ヶ丘学園 17 令和４年４月１日 

２ 横浜学院幼稚園 (学)横浜学院 20 令和４年４月１日 

 

 

（２）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定について 

 

  審議の結果、付議された全ての利用定員について承認しました。 



【添付資料】 

６ 
 

第５期横浜市子ども・子育て会議 第９回保育・教育部会の審議結果 

 

令和４年６月 30 日開催の保育・教育部会における審議結果は、次のとおりです。 

 

（１）子ども・子育て支援事業計画の点検評価について 

審議の結果、部会の意見として文言を一部修正することとし、原案の通り採択すること

を承認しました。    

 

（２）令和５年４月入所に向けた保育の必要性の認定基準の一部改正について 

審議の結果、原案の通り採択することを承認しました。    

 

（３）私立幼稚園等預かり保育事業実施園の認定先の審査について 

  審議の結果、付議された２件を新規認定園として承認しました。 

 

施設名 法人名 受入れ枠 事業開始日(予定) 

1 橘幼稚園 (学)橘学苑  34 令和４年９月１日 

２ セントメリー幼稚園 (学)星和学園 35 令和４年９月１日 

 

 

 



【添付資料】 

７ 
 

第５期横浜市子ども・子育て会議 第 10 回保育・教育部会の審議結果 

 

令和４年８月１日開催の保育・教育部会における審議結果は、次のとおりです。 

 

（１）私立幼稚園２歳児受入れ推進事業の事業者選定について 

 

審議の結果、付議された３件を新規事業者として採択することを承認しました。 

    

施設名 法人名 受入れ枠 事業開始日(予定) 

１ 三ツ池幼稚園 （学）三ツ池幼稚園 12 令和５年４月１日 

２ 並木幼稚園 （学）ミネルヴァ学園 12 令和５年４月１日 

３ 大谷学園幼稚園 （学）大谷学園 10 令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度、令和４年度
⼦ども・⼦育て会議部会報告書

回数 開催⽇時、会場等 主な審議内容等
第６回 令和４年７⽉20⽇（⽔）

書⾯開催
(1)令和３年度 第２期横浜市⼦ども・⼦育て
⽀援事業計画の点検・評価について

１.部会開催状況

放課後部会

（期間）令和４年３⽉１⽇〜令和４年８⽉８⽇

1

資 料 ６



第６回

報告事項 (1)令和３年度 第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価について

報告内容 令和３年度 第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価について

主な意⾒

・質の向上に向けた制度の⾒直しにより、周りの保護者からも「新区分が導⼊さ
れ、選択肢が増えたと感じる」などの好意的な意⾒を聞いている。
・新区分ができたことで良かった点もたくさんあると思うが、⾼学年の利⽤も低
いので、何か取組に⼯夫があるとよい。
・使いづらくなったとの意⾒もあるので、少しでも意⾒を吸い上げて今後に反映
してほしい。
・プレイパークの重要性を指摘しているところがよい。

２.主な報告事項
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令和３年度、令和４年度
⼦ども・⼦育て会議部会報告書

回数 開催⽇時、会場等 主な審議内容等
第１回 令和４年７⽉28⽇

10：00〜11：30
（横浜市⻘少年育成セン
ター 育成室）
オンライン開催

第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の
点検・評価について

１.部会開催状況

⻘少年部会

（期間）令和４年３⽉１⽇〜令和４年８⽉８⽇
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第１回
報告事項 第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価について
報告内容 事務局案の説明があり、内容について了承した。

主な意⾒

・コロナ禍で、SNSやネットが発達している今こそ、リアルに体験できる機会を
拡充するべき。

・育成者の⾼齢化が進んでいる。引き続き⼈材の発掘やネットワークの拡⼤など
に取り組むことが必要。

・実績が上がらなかった理由をコロナの影響としているが、コロナがあってもな
くても変わらず推進しなければならないものもある。今後はコロナがあることを
前提に事業を⾏う必要があり、コロナが実績が上がらない理由にはならないとい
う考え⽅も議論すべき。

・物価上昇しているなか、⽀援者の待遇を改善していくべき。待遇改善が難しい
のであれば、例えば相談事業の記録作業のデジタル化を進めるなどできるところ
から負担軽減を図れないか。

（続く）

２.主な報告事項

2



第１回
報告事項 第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価について
報告内容 事務局案の説明があり、内容について了承した。

主な意⾒

・⽀援の中で、他機関へのつなぎは重要であり、それが評価されるような指標が
必要。

・基本施策２（※１）のやせ細りは、⼦どもたちの⽣きづらさがより多様化する要因
となり、基本施策３（※２）の対象となる⼦どもの増加につながると予想される。基
本施策２の充実が重要である。

・オンラインなどの直接来所しない形でもつながりをもつことで、⾃⼰肯定感を
得られたりすることもあり、ニーズがあると思う。より安⼼できるオンラインの
居場所ができると良い。

２.主な報告事項

※１ 基本施策２「学齢期から⻘年期までの⼦ども・⻘少年の育成施策の推進」
※２ 基本施策３「若者の⾃⽴⽀援施策の充実」
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令和３年度
第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の

点検・評価について

第２期横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（計画期間：令和２〜６年度）
を着実に推進していくため、⼦ども・⼦育て会議において、各施策・主な
事業等の実施状況について、毎年度、点検・評価を⾏います。

１ ⼦ども・⼦育て会議における点検・評価の実施について

点検・評価にあたっては、実績数値の評価に加えて、数値だけでは
把握できない部分について、施策を推進する過程の評価や必要に応じて
市⺠ニーズの把握等を⾏うこととし、次の視点から点検・評価を⾏います。

２ 点検・評価の実施⽅法
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（１）進捗状況及び有効性に関する段階評価
○進捗状況：各施策における指標、主な事業・取組について、⽬標値・想定事業量に対する進捗状況を

４段階で評価します。
※コロナ禍による事業の中⽌・縮⼩などの状況等を踏まえて総合的に評価

○有効性 ：各施策の主な事業・取組について、利⽤者、実施事業者からの意⾒・評価を踏まえ、
当該事業・取組が市⺠⽣活等の向上にどの程度貢献したかを４段階で評価します。
※有効性の評価にあたり、利⽤者や実施事業者へアンケートやヒアリング等を⾏っています。

（２）今後の展開の評価
施策ごとに計画推進に向けた課題や、新たな⾏政課題への対応を検討し、これらを踏まえ、
主な事業・取組の今後の展開（推進、⾒直し、休⽌・廃⽌）を評価します。

２ 点検・評価の実施⽅法

A：計画以上に進んでいる B：計画どおりに進んでいる
C：計画より若⼲遅れている D：計画より⼤幅に遅れている

A：市⺠⽣活等を向上させることができ、利⽤者、実施事業者からの評価も⾼い
B：市⺠⽣活等を向上させることができた
C：市⺠⽣活等を向上させることができたとは⾔えない
D：市⺠⽣活等を向上させることができず、利⽤者、実施事業者からの評価も低い
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３ 各施策における「指標」の進捗状況

基本
施策

指標
番号 指標 ⽬標値

（令和６年度）
令和３年度実績
（令和４年３⽉末時点）

令和３年度
進捗状況

1
１ 保育所待機児童数 0⼈

【毎年４⽉】
11⼈

【令和４年４⽉】 C

２ 園内研修リーダー育成研修を受講した園の割合 51%（累計） 30%（累計） B

２
３ 放課後児童育成事業⼈材育成研修を受講した

事業所の割合
100%

【毎年度】 97.1% B

4 ⻘少年関連施設・事業利⽤者及び体験活動等の延べ
参加者数 692,323⼈／年 334,375⼈／年 C

3
5 若者⾃⽴⽀援機関における⾃⽴に向けて改善がみら

れた⼈数 1,800⼈／年 1,516⼈／年 C

6 寄り添い型⽣活⽀援事業の利⽤により⽣活習慣に改
善がみられた⼦どもの⼈数 1,830⼈（累計） 697⼈（累計） C

3

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計
３ ６ ７ １ 17

18％ 35％ 41％ 6％

【指標⼀覧】
※基本施策６「地域での⼦育て⽀援の場を利⽤している親⼦の割合」は含んでいません。
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基本
施策

指標
番号 指標 ⽬標値

（令和６年度）
令和３年度実績
（令和４年３⽉末時点）

令和３年度
進捗状況

4

7 地域療育センターの初診待機期間 2.6か⽉ 4.8か⽉ C

8 児童発達⽀援事業の延べ利⽤者数
（地域療育センター含む） 318,310⼈／年 365,342⼈／年 A

9 放課後等デイサービスの延べ利⽤者数 1,080,000⼈／年 1,128,471⼈／年 A

5
10 妊娠届出者に対する⾯接を⾏った割合 98.7% 98.4% B

11 産婦健康診査の受診率 89.0% 87.7% B

6 12 地域での⼦育て⽀援の場を利⽤している親⼦の割合 50.0%
【令和５年度】 − −

7
13 ⽀援により就労に⾄ったひとり親の数 2,300⼈

（５か年）
565⼈（２か年）

（令和３年度301⼈） C

14 ひとり親家庭等⾃⽴⽀援事業の利⽤者数 6,000⼈／年 4,685⼈／年 C

8
15 虐待死の根絶 0⼈

【毎年度】 ４⼈／年 Ｄ

16 ⾥親等への新規委託児童数 170⼈
（５か年）

57⼈（２か年）
（令和３年度29⼈） B

３ 各施策における「指標」の進捗状況
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基本
施策

指標
番号 指標 ⽬標値

（令和６年度）
令和３年度実績
（令和４年３⽉末時点）

令和３年度
進捗状況

9
17 よこはまグッドバランス賞認定事業所数 1,170事業所

（５か年）
404事業所（２か年）
（令和３年度205事業所） B

18 市内事業所における男性の育児休業取得率 13% 15.7% A

３ 各施策における「指標」の進捗状況

４ 各施策における「主な事業・取組」の進捗状況及び有効性

【進捗状況】 【有効性】
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計
10 85 13 4 112
９％ 76％ 12％ ４％

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計
27 85 ０ ０ 112
24％ 76％ ０％ ０％



計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 1
46人

【平成31年４月】
0人

【毎年４月】
-

11人
【令和４年４月】 C 保育対策課

2 1 20%(累計) 51%(累計) - 30%（累計） B 保育・教育支援課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 1
保育・幼児教育研修及び研
究事業

保育所職員等研修参加者数
（各区連携研修含む）

27,369人／年 30,000人／年 - 18,945人／年 B 91,105千円 81,682千円 A

・研修参加者からは、「子どもの姿を語り合う関係性」「子ども
主体の保育」などの重要性がわかった。子ども中心の保育実
践につながっている。オンライン研修は始め不安であったが、
慣れてくると参加しやすくなったという意見が寄せられた。
(研修実施後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

・認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、横浜
保育室、認可外保育施設に加え、居宅訪問型・ベビーシッター
に勤務する職員等を対象として研修を実施した。
・局研修実施にあたっては、コロナ禍であったため、集合型とオ
ンライン（Ｚｏｏｍ、動画配信）を併用し、ほぼ計画どおり実施し
た（局研修：9,769人）。
・区連携研修の実地研修については、人数制限をしながら実施
するなどの工夫をした。（区連携研修：9,176人）。
・研修参加者数は、計画策定時に比べ減少しているものの、前
年度（9,494人）より増加した。

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R３年度の取組
R３年度決算額

（千円）
有効性 所管課

保育所待機児童数

園内研修リーダー育成研修を受講した園の割合

R３年度
進捗状況

＜指標＞

R３年度実績
（R４年３月末時点）

R３年度
進捗状況

所管課

利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開
R３年度予算額

（千円）

№
施
策 指標

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策１】乳幼児期の保育·教育の充実と学齢期までの切れ⽬のない⽀援
■これまでの主な取組
○増加する保育ニーズに対応するため、地域の状況に基づき、既存の保育・教育資源を 大限活用したうえで、受入枠が不足する地域では新規整備を行うなど、新たに1,485人分の受入枠を確保しました。また、保育所等においてＷＥＢ会議システムを利用した保育士等の採用活動を行うためのＩＣＴ環境の改善

支援や、民間事業者のＷＥＢサイトを活用した保育所等の魅力や求人情報を発信を新たに行うなど、保育者確保に取り組みました。

○横浜で大切にしたい子どもの育ちや学び、保育・教育の方向性を示す「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」のポイントを分かりやすく伝えるための動画を作成し、本市ウェブサイトやYouTubeで公開するとともに、乳幼児健診会場の待合スペース等で放映するなど保護者や地域の方に向け

た周知も行いました。

○新型コロナウイルスの感染症対策を行いながら保育の提供を行う保育所等に対し、保育士の業務負担軽減を図るため、ICT等を活用した業務システムや翻訳機等の導入にかかる経費を補助しました。

○幼児期の教育と小学校教育の互いの良さを取り入れ、一人ひとりの育ちや学びをつなぐ接続期カリキュラムの推進に向けて、「よこはま☆保育・教育宣言」に基づく事例などをまとめた「接続期カリキュラム実践事例集第８集」を刊行しました。

○理由を問わず利用できる乳幼児一時預かりについて新たに５つの事業者を選定しました。また、保護者の利便性向上に向け、一時預かりの予約システムを構築しました。さらに、経済的に負担なく利用できる環境を整備するため、新たにひとり親世帯（児童扶養手当受給者等）に対する利用料減免制度を創設

しました。

■取組による成果
○保育所等利用申請者数が過去 大の73,538人となる中、令和４年４月１日時点の保育所等利用待機児童数は11人（対前年比で５人減）となりました。

○施設長研修や園内研修・研究サポーター派遣などにより、各保育所等での園内研修・研究の取組が進み、人材育成や課題解決につながりました。また、幼保小連携を推進することで学びや育ちの連続性を保障する取組が充実し、保育所や幼稚園、認定こども園等で培った力が小学校でも発揮できる環境づく

りにつながっています。

○通常の保育では対応することができない多様な保護者のニーズに対する子育て支援として特別保育事業（一時預かり、乳幼児一時預かり、病児保育・病後児保育等）を実施することで、保護者の育児不安や負担を軽減することに寄与しています。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○待機児童解消に向け、既存施設においては保育ニーズの高い１歳児の受入枠を拡大するための定員変更を行う場合の補助を拡充するほか、新たに、保育ニーズが引き続き見込まれる地域に所在する保育所等を対象に、中規模改修費用への新たな補助を実施し、あわせて１，２歳児受入れ枠を拡大するた

めの加算をモデル実施するなど、既存の保育・教育資源の活用を進めます。その上で、受入枠が不足する地域に重点的に保育所等を整備するなど、地域の保育ニーズに合わせた1,290人の受入枠を確保します。さらに、保育・教育コンシェルジュが一人ひとりのニーズを丁寧に聞き取り、その方に合ったサービス

を案内することで、一人でも多くの方が適切な保育サービスを利用できるよう取り組みます。

○「よこはま☆保育・教育宣言」を基にした研修や事例紹介を通して、保育・教育施設の職員の理解を深め、保育の実践につなげるとともに、保護者や地域に向けて周知することで、横浜の保育・教育への理解につなげます。また、保育・教育施設職員とともに、子ども主体の「遊び」に関する研究を行い、幼保小の

好事例となる実践について、企業と協働して普及を図り、保育・教育の質向上につなげます。

○保育・教育施設で医療的ケア児を受け入れる際の基本的な事項や留意事項等をまとめたガイドラインを策定するとともに、医療的ケア児の受入体制を確保するための看護師雇用経費の拡充を行い、医療的ケア児の受入れを推進します。

○依然として困難な保育者の確保に向け、引き続き保育士宿舎借上げ支援事業等を実施するとともに、新たに、養成校の学生等に向けて、インスタグラム等を活用して横浜で保育士として働く魅力のＰＲを強化します。また、保育士等が労働環境等で悩んだ際に、保育士等の不安を解消し、離職防止を図るため、

保育業界に詳しい社会保険労務士等の専門家に相談できる窓口を設置するなど、保育者確保に向けた採用・定着に係る取組の継続・充実を図ります。

○特別保育事業（一時預かり、乳幼児一時預かり、病児保育・病後児保育等）について、引き続き、各家庭のニーズに応じた保育を提供します。また、一時預かり事業の予約オンラインシステムについて、さらなる保護者の利便性の向上に向け、対象施設や施設情報の充実を図ります。

資料８－２
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度の取組

R３年度決算額
（千円）

有効性 所管課
R３年度

進捗状況
利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

R３年度予算額
（千円）

2 1
「よこはま☆保育・教育宣言
～乳幼児の心もちを大切に
～」を活用した取組の推進

保育・教育宣言事例集掲載
事例数

- 30事例 -
10事例（２か年）
（Ｒ３年度４事例） B 3,304千円 1,225千円 B

・研修参加者からは、園内研修が少人数でできること、ブック
レットの写真や問いを見ながら語り合うことが学びになることを
知り、気軽に園内研修を実施するきっかけになる。
・宣言研修修了者からは、自分の園でも子どもの姿を通して
日々の保育を振り返り、保育を充実させたい、楽しみたいとい
う前向きな感想が多かった。
(研修実施後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

3 1 園内研修・研究の推進
①施設長研修参加者数
②サポーター派遣園数

①-
②210園（累計）

①240園（累計）
②642園（累計）

-
①60園（累計）
②372園（累計） B 15,250千円 6,151千円 B

・園内で語り合いの風土の構築が必要であることを実感し、今
後の園運営に活かしたいという感想があった。
・コロナ休園により、保育の中での迷いや人員配置の悩み、施
設長としてさまざまな判断を迫られるなど、困難なことが多
かったが、サポーターに共感してもらったり、励まされたりされ
たことで、安心につながったという意見があった。
（研修実施後及びサポーター派遣後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

4 1 食育研修会の実施 - （実施） （推進） - （実施） B 91,105千円の一部 81,682千円の一部 B

「コロナ禍の新しい生活に合わせた食育とはどう計画していけ
ば良いか、私たちが一番悩んでいる課題に答えてくれる研修
内容だった。時代に合わせて新しい取り組みにも挑戦してみ
ようと感じた。」、「第4次食育推進基本計画について解説が分
かりやすく、保育園で行える具体的な例や参考文献も示して
頂けた事がよかった。」という声があった。
（研修実施後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

5 1
保育・教育施設に対する巡回
訪問

巡回施設率 18%（累計） 100%（累計） - 73.1%（累計） B 24,484千円 32,015千円 B

【施設から】
〈巡回訪問について〉
・訪問員が訪問をして、実際に施設の様子を見ながら重大事
故防止のために助言をしたり、保育現場の状況を丁寧にヒア
リングしてくれた。
・相談ができてよかった。
・他の施設の事例が参考になった。

〈巡回訪問通信、トピックスについて〉
・通信の掲示や園内で活用している。
・園内研修等に活用し、とても役立っている。

推進 保育・教育運営課

6 1
組織マネジメント等講習の実
施

受講施設数 165施設／年 200施設／年 - 315施設／年 A 5,187千円 4,452千円 A

【基礎編】「自分の都合のつく時間帯に視聴ができ良かった」
「繰り返し視聴でき学びが深まった」「他の園長と話して刺激を
もらえたし、悩みも共有できた」等の感想が寄せられた。
【スキルアップ編】「実践につなげていきたい」「他園の状況が
伺えて参考になった」「主体的に学べて身に付いた感があっ
た」等の感想が寄せられた。
（講習実施後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

7 1
保育・教育施設等に対する運
営指導の実施

- （実施） （推進） - （実施） B - - B 児童の安全や保育・幼児教育の質の確保・向上につながって
いると考えられる。

推進 保育・教育運営課

9 1 ☆ 保育・幼児教育の場の確保
①利用定員（１号）
②利用定員（２・３号）

①52,038人
【令和元年度】

②75,575人
【平成31年４月】

①33,819人

②82,553人

①43,248人
【R4年度】
②81,630人
【R4年4月】

①46,509人
【R4年度】

②82,234人
【R4年4月】

B 6,958,270千円 6,493,425千円 B

・既存の保育・教育資源を 大限活用した上で、必要な保育
所等を整備してほしいという意見や、より一層、保育・教育の
「質」の確保にも取り組んでほしいという意見が出ている。
・保育所整備の結果、利用することができた方から感謝の声
が寄せられる一方で、利用できなかった方からは保育所整備
を進めてほしい旨の要望が寄せられた。

推進 保育対策課

10 1 ☆ 延長保育事業 利用者数（夕延長）（月） 6,069人／月 8,310人／月 7,190人／月

【民間】3,187人／
月
【市立】605人／月
合計：3,792人／月

B
【民間】5,871,968千

円
【市立】15,172千円

【民間】5,756,991千
円

【市立】5,210千円
A

【利用者から】
・延長保育があるおかげで、安心して仕事をすることができて
いる。

【事業者から】
・保護者の多様な就業形態へ対応するため、今後も実施する
必要があると考えている。

推進 保育・教育運営課

C

＜受入枠拡大の取組＞既存施設での定員拡大：171人、認可
保育所整備：575人、横浜保育室の認可移行支援：83人、認定
こども園：220人、小規模保育事業：163人、私立幼稚園等預か
り保育の充実：171、企業主導型保育事業：102人、合計1,485
人

　認定区分を超えた時間帯に保育を必要とする子どもを対象と
した延長保育を実施している。
　３年度の利用者数も新型コロナウイルス感染症の影響を受
ける前の令和元年度（民間4,736人、市立853人、合計5,589人）
と比べて減少している。これは、保護者の働き方の変化や、感
染拡大防止のための必要な範囲での保育所等の利用が影響
していると考えられる。一方で、２年度（民間2,933人、市立536
人、合計3,469人）と比較すると、利用者数は回復傾向にある。

18 保育・教育支援課推進

・コロナ禍の為、園児と児童の直接の交流はできなかったが、
手紙(ドキュメンテーション)などのやりとりを行い、小学校への
期待を膨らますことができた。・コロナ禍の状況の中、より緩や
かな小学校への入口としてスタートカリキュラムを考えた。、安
心して小学校生活をスタートできた児童が多かった。（令和３
年度幼保小連携・接続に関する調査報告書より）
・園での経験を活かすことで、「自分たちでできる！」という気
持ちがより高まり、自分の思いや願いの達成に向けて、いき
いきと話し合ったり、主体的に人とかかわり、問題解決をしよう
とする姿が見られた。新型コロナ感染症の流行により、園の職
員と合同で研修をもつことが難しかった。子どもの育ちと学び
をより一層つなげるようにするために、研修の機会をどのよう
に確保するかを考えたい。
(令和２年度区教育交流事業活動報告、推進地区事業活動報
告より）

B24,305千円の一部27,761千円の一部89.6%66.6%接続期カリキュラム実施率
幼稚園、保育所、認定こども
園と小学校との円滑な接続

- 39.8%

・当該実績については、新型コロナウイルス感染症拡大による
影響を受けたため、大きく下がりました。
・令和３年度当初から、子ども同士の間接的な交流など、新し
い形について発信しており、子ども同士の間接的な交流活動を
推進した。
・円滑な接続についての研修についても、コロナ禍のため予定
していた集合型の研修はオンラインによる実施、または動画配
信での実施とし、研修受講の機会を確保した。
・「接続期カリキュラム実践事例集第８集」を刊行し、「よこはま
☆保育・教育宣言」について、具体の事例を通して伝わるよう
にした。

・園内研修リーダー育成研修受講園の中から４園の取組事例
を「園内研修リーダー育成研修発表会」で公表した。
・よこはま☆保育・教育宣言を周知するための動画を対象者別
に作成し、ホームページで公表した（保育・教育施設向け、保護
者・地域向け）。また、親しみやすい内容となるようPRキャラク
ターを作成し周知を図った。

①園内研修の実施に向けた施設長研修を、園内研修リーダー
育成研修と同時に開催した。保育士と施設長が同じ内容を共
有することで、実践につながりやすいようにした。（令和元年度
までは25園、令和２年度は中止、令和３年度は35園）
②園内研修・研究サポーターを新設園等43園に派遣しました。
（令和元年度までは278園、令和２年度は51園、令和３年度は
43園）

令和３年度は、第４次食育推進基本計画に基づいた保育・教
育施設等の食育のあり方や「新たな日常」に対応した食育推
進、保護者との連携やアプローチの手法をテーマに講演形式
の研修を実施した。新型コロナ感染拡大防止のためYouTube
横浜市公式チャンネルにて動画配信した。（申込者数384人・延
べ視聴回数2,199回）

・基礎編については、新型コロナ感染予防対策及び受講者の
利便性向上のため、講義は申込者への限定公開として動画配
信。講義受講後のグループワークは、選択制でオンライン又は
人数制限をした会場開催とした。
・令和３年度より新たに実施したスキルアップ編については、よ
り実践的な内容とするため、ロールプレイを取り入れた会場で
のグループワークを中心とした講習内容とし、施設長間で意見
交換をする中で、学びを深める機会作りをした。

保育・教育施設、認可外保育施設等に対し、立入調査や文書
指導等による運営指導を実施。

・R3年度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、巡回訪問が
可能な時期は、約5か月間であった。巡回訪問を控えていた時
期に、施設へ向けて重大事故防止と保育の質の確保・向上に
関する情報を掲載した通信を7回発行し、事故が発生した施設
から報告された内容や全国で発生した重大事故を反映させ
た。また、訪問で知り得た各園の工夫を「巡回訪問トピックス」と
して２回発行した。
・R3年度の巡回訪問実績は、73.1%となっており、R6年度までに
は巡回率100％が達成できる見込みである。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度の取組

R３年度決算額
（千円）

有効性 所管課
R３年度

進捗状況
利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

R３年度予算額
（千円）

11 1 ☆ 幼稚園での預かり保育
①延べ利用者数（1号）
②延べ利用者数（2号）

①287,210人／年
②1,251,768人／年

①288,227人／年
②1,415,580人／年

①287,717人／年
②1,333,674人／年

①135,292人／年
②1,562,340人／年 B

【預かり保育事業】
3,815,848千円

【一時預かり事業】
217,768千円

【預かり保育事業】
4,629,380千円

【一時預かり事業】
188,661千円

A

【利用者から】
・利用条件がそれほど厳しくないので、短時間の仕事でも利用
可能で助かっている。
・長時間の預かり保育だが、子どもたちが楽しそうに過ごして
おり、園で過ごし方の工夫をされていることが嬉しい。
・預かり保育のおかげで幼稚園に通うことを選択でき、助かっ
ている。

【事業者から】
・異年齢児の集団保育を行うことで、低年齢児を思いやるなど
の心の成長がみられる。
・年々利用者が増えており、それに対応する教員の確保と職
員配置が難しい。

推進 保育・教育運営課

12 1 保育士宿舎借上支援事業 助成戸数 2,502戸／年 5,600戸／年 - 4,047戸／年 B 2,343,979千円 2,517,087千円 A

・本事業の対象である全施設のうち80％が利用している。特に
認可保育所では対象施設のうち86%が利用しており、事業者
のニーズが高い。
・また、本事業を利用することを前提に就職活動を行う保育士
等もいるため、事業者・保育士双方から事業の継続を望む声
が多く寄せられている。

推進 保育対策課

13 1
就職面接会及び保育所見学
会事業

参加者数 916人／年 1,130人／年 - 871人／年 B 12,124千円 8,867千円 B

・面接会の参加者からは、効率的に園の情報を把握すること
ができ、就職活動に役立ったという声が寄せられている。
・事業者からは、面接会に参加した方を採用することができ、
大変助かったという声が届いている。
・一方で参加者数の伸び悩みがあり、引き続きPR等の参加者
増加への取組みを要する。
・見学会については、新型コロナウイルスの影響で、開催回数
が減ってしまったものの、オンラインで実施したことにより、参
加者からは「コロナ禍において、移動による感染のリスクを負
わずに、保育所の雰囲気を知ることができ、有意義な時間に
なった」という声が寄せられている。

推進 保育対策課

14 1
保育士の採用、定着に課題
を抱える園への支援

コンサルタント派遣件数 24施設／年 30施設／年 - 25施設／年 B 1,900千円 1,270千円 B

コンサルタント派遣事業の利用施設（過去３年分）にアンケー
ト調査をしたところ、「期待を上回る効果があった」と「ほぼ期
待どおりであった」という評価が合計で７割以上を占めてい
た。

推進 保育対策課

15 1 ☆ 保育所等での一時保育 延べ利用者数 139,627人／年 159,206人／年 153,348人／年

【民間】
82,362人
【市立】
4,826人

【横浜保育室】
717人

合計
87,905人

B

【民間】
824,077千円

【市立】
122,350千円

【横浜保育室】
3,663千円

【民間】
649,759千円

【市立】
110,594千円

【横浜保育室】
1,972千円

B

【利用者から】
・希望の利用日に利用できない。

【事業者から】
・一時保育の受け入れ枠を固定枠として設けておらず、入所
児童の状況により受け入れ枠数が変動するため、安定的に受
け入れ枠を確保できていない。
・毎日の利用ではない児童を受け入れることに対し、保育士確
保が難しい。

　引き続き就業形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者
の傷病等による緊急時の保育に対応するため推進していく必
要がある。

推進 保育・教育運営課

16 1 ☆ 休日一時保育 延べ利用人数 2,230人／年 2,534人／年 2,411人／年 401人／年 D 29,443千円 8,736千円 B

【利用者から】
・施設のある地域にばらつきがあるので利用しづらい。
・休日に仕事があるため保育の利用をしている。

【事業者から】
・保育士確保が難しい。

引き続き休日の就業や保護者の傷病、冠婚葬祭に伴う保育
に対応する必要がある。

推進 保育・教育運営課

17 1 ☆ 24時間型緊急一時保育 延べ利用者数 1,280人／年 1,558人／年 1,331人／年 1,184人／年 B 49,781千円 41,215千円 B

【利用者から】
・休日や夜間に預けることのできる場所のため、利用をしてい
る。

休日・夜間を含めた子育てのセーフティーネットとして役割を
果たしているため、引き続き事業を推進していく。

推進 保育・教育運営課

18 1 ☆
病児保育事業、病後児保育
事業

①病児保育実施か所数
②病後児保育実施か所数

①22か所
②４か所

①29か所
②４か所

①29か所
②４か所

①25か所
②４か所 C 526，929千円 433,158千円 B

【利用者から】
・自宅近くで預けられるよう、実施施設数や受入れ人数の増、
開所時間の延長などの利便性を向上させてほしい。

【事業者から】
・新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少して
いる。また、利用の申込があった場合も預かりの判断が難し
いことがある。
・当日の予約キャンセルが多く、従事者の確保や利用料収入
の減少、運営費や設備費の確保に課題がある。また、看護
師・保育士の確保が困難である。

推進 保育・教育運営課

①について
・保護者の急な用事やリフレッシュなどの一時的な保育ニーズ
に対応するため、市と県合わせて186（仮・県の実施園数は集
計中）園で一時預かり保育を実施。

②について
・保護者の就労等により保育を必要とする園児を対象とする長
時間の預かり保育について、R３年度は新たに６園を認定した。
令和４年３月末時点では市内の幼稚園・認定こども園286園中
204園で実施。
・幼稚園協会と連携し、保育の質の向上のため、研修会を年３
回開催し、延べ266名が参加した。

・367法人4,047戸が利用。
・令和３年度から、国の制度では補助対象者が採用９年目まで
となったが、横浜市では令和２年度と同様に採用10年目までを
補助対象とした。
・養成校学生向けのガイダンスや、民間企業と連携して実施す
る就職セミナー等において、本事業の周知を図ったことで、前
年度（3,700戸）を上回る戸数となった。

・新型コロナウイルスの影響を踏まえ、オンライン相談会の開
催回数を増やすなど、開催手法を工夫したことで、前年度（827
人）を上回る実績となった。

・25法人25施設に対して訪問実施
・各区や他課と連携し、支援が必要と思われる施設に対して利
用勧奨を積極的に行ったことで、実施施設が増加した。

・民間444か所、市立40か所、横浜保育室 22か所：計506か所
で一時保育を実施した。
・コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和元年度の一時保
育利用者数と比較して、令和３年度は28％減となったが、令和
２年度実績（80,253人）より増加している。
・待機児童対策により、各施設において入所枠を拡大してい
る。そのため、保育室の広さや保育士確保の面から、一時保
育で活用できる枠を設けることが難しい状況となっており、実績
が目標値を下回っている。

日曜、祝日等の保育ニーズに対応するため、休日の一時保育
を実施した。令和３年度は令和２年度から1施設減少し、８か所
での実施となった。
コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和元年度の利用者
数と比較して、令和２年度は６割減、令和３年度は７割減となっ
た。

・あおぞら保育園（神奈川区六角橋）、港南はるかぜ保育園（港
南区日野）の２園で、夜間・宿泊も含め24時間、365日、緊急に
保育を必要とする就学前児童に対し、一時保育を実施した。
・コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和元年度の利用者
数と比較して、令和３年度は１割減となったが、令和２年度実績
（875人）より増加している。

　病児保育事業は16区・25か所で実施し、利用者数は9,029
名、病後児保育事業は４区・４か所で実施し、利用者数は700
名となった。利用者数は、令和２年度の２倍程度となり、回復傾
向が見られるものの、コロナ禍以前の水準の６割程度となって
いる。
　また、病児保育事業は、新規に１医療機関を選定したもの
の、選定後に辞退の申出があったため、新規開所施設はな
かった。
　なお、委託料に加算される「改善分」の対象を全施設に拡大
したほか、ひとり親世帯のうち児童扶養手当を受給する世帯等
に対する利用料の全額減免を実施した。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度の取組

R３年度決算額
（千円）

有効性 所管課
R３年度

進捗状況
利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

R３年度予算額
（千円）

19 1 ☆ 乳幼児一時預かり事業 延べ利用者数 88,124人／年 151,721人／年 115,851人／年 69,025人／年 B 432,252千円 394,462千円 A

【利用者から】
・社会復帰に迷いがあったが、安心して預けられる場所がある
ことで今後の準備期間となりよかった。
・ストレスなく育児ができているので、たくさんのママたちに知っ
てもらいたい。
・予約がとりづらい、預かり場所をもっと増やしてほしい。

【事業者から】
・安心してお子さんを預け、リフレッシュして、また子育てを頑
張ってもらえたらと思う。
・預け先がなく、病院にさえいくことのできなかった保護者がこ
の施設を知り、預けることでストレスが消えていく様子は、この
事業の効果であると思う。

推進 保育・教育運営課

21 1 ☆
保育・教育コンシェルジュ事
業

実施か所数 18か所 18か所 18か所 18か所 B 140,252千円 155,718千円 A

様々な預け先について寄り添って相談に乗ってもらい、一番
適している預け先を選べたという声が届いている。
また、国からも保護者への「寄り添う支援」の重要性が示さ
れ、各自治体の取組が求められている。

推進 保育対策課

22 1
障害のある子ども等への保
育・幼児教育の提供体制の
整備

- （実施） （推進） - （実施） B

●民間園への補助
4,631,153千円

●市立園への加配
1,206,792千円
●研修の実施

1,000千円

●民間園への補助
5,234,039千円

●市立園への加配
978,205千円

●研修の実施
594千円

B

・各園で発達障害児が増加傾向にあり、研修参加者からは
「園全体でのスキルアップを図るための学びが多く、園の役割
を再確認できた」「改めて障害児保育の難しさを感じた。学ん
だことを活かし、焦らずすすめようと思った。」との声が聞かれ
た。
・また、医療的ケアについては、「ハードルが高いと思っていた
が特別なことではないことが分かった、安心できる環境を整え
ていきたい」等の声が上がっていた。
（研修実施後のアンケートより）

推進
保育・教育運営課
保育・教育支援課
障害児福祉保健課

23 1
食物アレルギーへの適切な
理解の推進

食物アレルギー研修実施回
数

４回／年 ４回／年 - ３回／年 B 91,105千円の一部 81,682千円の一部 B

「食物アレルギー対応の新しい知識やエピペンについて知るこ
とができた。」、「命を預かっていることを第一に提供する際日
頃から保護者、職員が情報共有する大切さのダブルチェック
の徹底などあらため確認していきたい」という声があった。
（研修実施後のアンケートより）

推進 保育・教育支援課

120 地域子育て支援課推進

【会員から】
・事前打ち合わせで顔合わせすることにより安心して利用する
ことができた。
・仕事優先の日、家庭優先の日などスケジュールを組み立て
やすくなった。
・自分の子育てが落ち着いたら、提供会員として活動してみた
い。
・提供会員としての活動が生きがいとなっている。
【事業者から】
・単に預かりの条件（日時等）が合う会員同士をマッチングす
るのではなく、ご家庭の事情、預かる児童の発達特性等も踏
まえたコーディネートに努めている。
・預かりのコーディネートだけでなく「会員から預かりに関する
相談を受ける中で、預かり以外の子育て支援のニーズがある
場合は、必要に応じて支援を紹介する」ということも意識する
ようにしている。
・コロナ禍であっても活動してくださる地域の方がいることを心
強く思う。

B211,051千円218,905千円74,898人／年59,401人／年延べ利用者数
横浜子育てサポートシステム
事業

☆ 67,149人／年 45,114人／年 B

園における食物アレルギー児への対応について、「アレルギー
対応ガイドライン」や「食物アレルギー対応マニュアル」に基づ
き、誤食事故防止や事故発生時の対応の研修を行った。
（オンライン研修２回、YouTube横浜市公式チャンネルによる研
修１回の計３回実施し、前年度（２回）を上回った。）

　令和３年度は29施設で事業を実施したが、新型コロナウイル
スの影響により、利用率は前年比2％増の45％に留まっている
ものの、前年度（56,423人）より増加している。
　また、新たに新規事業者を選定し、令和4年4月に５施設（計
34施設）が開所することになった。
　さらに、予約の取りづらさ等の解消を目的に、予約システム
の開発に取り組み、令和３年度末に稼働開始となった。

18区に計40名配置している。
区役所での窓口相談に加え、関連施設に出向いた情報収集、
連携や出張相談などの取組を行った。
（相談受付件数：延べ34,926件）

・障害のある子どもへの保育・教育の提供体制を確保するた
め、対象児童の加配区分に応じて、市立保育所については保
育士加配、民間保育所等については保育士等を確保するため
の経費の助成を行った。
・障害のある子どもへの理解と適切な保育環境づくりに向け
て、保育者等の専門性の向上を図るため、障害児保育の研修
に加え、発達障害児保育に特化した研修を行った。医療的ケア
児の研修を行い成長発達に合わせた支援の知識・理解を深め
られるようにした。
・令和３年度は、保育所等での受入れ支援体制を検討するた
め、庁内で保育所等における医療的ケア検討プロジェクトを立
ち上げ、課題の整理や次年度以降の取組内容を検討した。

・子どもを「預かってほしい人」と「預かる人」が会員として登録
し、条件の合う会員間の連絡・調整をサポートすることで、地域
における子育て支援を推進した。
・地域ケアプラザ等、地域子育て支援拠点以外において事業
紹介や入会説明会を行い、会員増加や事業周知につながるよ
う取り組んだ。
・新型コロナウイルス感染症流行下において、昨年度と同様に
引き続き活動自粛する会員はいるものの、感染対策をしながら
利用する会員が増えたため、利用者数が昨年度（36,896人）よ
り増加した。
・利用希望件数に対するコーディネート率は95％となっており、
ニーズにほぼ応えることができている。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 2 76%
100%

【毎年度】
- 97.1% B 放課後児童育成課

2 2 676,360人／年 692,323人／年 - 334,378人／年 C 青少年育成課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 2 放課後児童育成事業

放課後キッズクラブ・放課後
児童クラブ等の登録児童数
（※はまっ子ふれあいスクー
ルの登録児童数を含む）

99,375人
【平成31年4月】

100,000人 -
61,739人

【R3年４月時点】 B 9,381,053千円 8,731,094 千円 A

キッズクラブの利用区分の見直しについては、保護者アンケー
トにおいて、「選択肢が増えてよい」等の肯定的な意見（40.3％）
が、「使いづらくなった」（7.2％）という意見を上回っています。ま
た、「活動内容等の満足度」として、全体の90.4％が「満足」「や
や満足」と回答しています。

児童クラブでは、課題となっている運営に携わる保護者等の負
担軽減に取り組むことができるよう事務手続きを見直し、４年度
の補助金交付申請では提出書類を大幅に削減しました。これ
により「補助金の手続きがだいぶ楽になった。」という声をいた
だいています。

推進 放課後児童育成課

2 青少年育成課推進

　事業者は「新型コロナウイルスにより、利用者が減ることも
あったが、予防対策を取り入れた上で、青少年が気軽に安心で
きる場と交流機会を提供し、青少年の出会いと仲間づくりに貢
献できている。」「地域資源を活用した社会参加プログラムの実
施により、青少年期に必要な社会体験の機会を提供できてい
る。」と評価している。その一方で、拠点から遠くに住む青少年
も参加しやすい体験機会の提供が課題として挙げられた。
　利用する青少年からは「プログラムに参加して達成感があ
る」、「安心できる場所」、「色々な年齢層との話し合いで自分と
は違う考えが聞ける」、「本来の自分をさらけ出せる」、「普段で
きない事に挑戦できる」などの声があった。

B124,276 千円６か所（累計）地域活動拠点の設置数
青少年の地域活動拠点づくり
事業 C

放課後児童健全育成事業の質の向上を図るため、運営主体や
保護者等を対象として実施したアンケートや、有識者や事業に
従事する関係者の皆さまとの懇談会の内容を踏まえて、質の向
上に向けた取り組みの方向性をまとめました。また、職員のスキ
ルアップを図るための人材育成研修では、新たにオンラインや
オンデマンド形式の研修を実施しました。

放課後キッズクラブについては、質の向上の取組の一環として、
短時間の預かりのニーズに対応した区分の創設等の見直しを
行い、子どもたちに安全・安心な居場所を提供しました。
なお、見直しを行った結果、留守家庭児童を対象とした「すくすく
【区分２】」の利用者数が増加した一方で、コロナ禍で利用制限
をしている「わくわく【区分１】」については、利用登録者が減少し
ました。

　７箇所で拠点運営を実施しました。各拠点では、中高校生世代
の青少年を対象に、自由に活動したり、交流できる場を新型コロ
ナウイルス感染予防対策を講じた上で提供するとともに、地域と
連携したボランティア活動などの社会参加プログラムを実施する
ことで、青少年が主体的な社会の一員として成長できるよう支援
しました。

また、通年実施が始まった青葉区の拠点では、中高生世代が
地域課題の解決やまちの魅力を向上するプロジェクトを立ち上
げました。地域住民と協力してプログラムを実施することで、多
世代との交流を通してコミュニケーション力や協働力が身につ
き、地域の担い手育成につながる取組みとなっています。

2 -12か所（累計） ７か所（累計） 121,202千円

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）
№ 施

策
確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R３年度
進捗状況

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

青少年関連施設・事業利用者及び体験活動等の延べ参加者数

№ 施
策 指標 所管課R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況

＜指標＞

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策２】学齢期から⻘年期までの⼦ども・⻘少年の育成施策の推進

放課後児童育成事業人材育成研修を受講した事業所の割合

■これまでの主な取組
○放課後キッズクラブでは、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、「遊びの場」としての利用区分である「わくわく【区分１】について、利用日数や時間を制限するなど事業実施に影響がありましたが、子どもたちにとって必要な「遊びの場」を可能な限り維持するとともに、学校とも協力しながら活動場所の拡充に取り組

みました。

○放課後児童健全育成事業の質の向上を図るため、運営主体や保護者等を対象として実施したアンケートや、有識者や事業関係者との懇談会の内容を踏まえ、取り組みの方向性をまとめました。放課後キッズクラブについては、質の向上の取組の一環として、短時間の預かりのニーズに対応した区分の創設等の見直し

を行い、子どもたちに安全・安心な居場所を提供しました。

○青少年の健全育成のため、感染症予防対策を講じた上で、青少年関係施設の運営や事業を実施し、コロナ禍においても青少年の交流や体験活動の機会を提供しました。

■取組による成果
○放課後児童育成事業の推進により、全ての子どもたちを対象に豊かな放課後を過ごせる場所と機会を充実させました。

○コロナ禍での制限がありながらも生き生きと自由に遊べる体験活動やインターネットを活用したプログラムを実施するなど多様な体験活動の機会を提供することで、子ども・青少年が心身共に健やかに成長できる環境づくりに取り組みました。

○青少年の地域活動拠点づくり事業の実施や、青少年関係施設の運営等により、青少年に対して居場所や多様な体験活動の機会を提供したことで、それぞれの成長過程に応じた社会性や協調性、主体性等を育み、社会参画に向かう力を養いました

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○引き続き、青少年の居場所や多様な体験機会の提供により、子ども・青少年の社会性や協調性、主体性等を育み、社会参画に向かう力を養います。

○放課後キッズクラブ事業では、保護者からのニーズが高い「長期休業日の朝の開所時間の拡大」として、令和４年度より土曜日を除く学校休業日の開所時間を午前8時30分から午前8時に前倒します。あわせて、夏季休業中に支援単位が増えるクラブへの加算等に取り組みます。また、放課後児童クラブ事業では、夜間

や学校休業日の朝の時間帯に基準時間より長い時間開所するクラブに対して補助を加算します。子どもたちにとって、より安全で豊かな放課後の居場所になるよう、両事業において職員の事務負担の軽減や人材確保・育成への支援等を図ることで質の維持向上に取り組みます。

○引き続き、プレイパークを支援することで、より豊かな遊びの環境づくりを推進し、地域とともに子ども・青少年の健全育成を図っていきます。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
R３年度の取組

R３年度予算額
（千円）

№ 施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

4 2 プレイパーク支援事業 プレイパーク活動支援回数 1,265回／年 1,265回／年 - 1,149回/年 B 32,594千円 32,594 千円 B

利用者からは「プレイパークにスタッフがいることで、「見守って
もらっている、承認されている」と感じることができ、子どもの言
動に対して周囲に気を使ったり委縮することなく、親も安心して
楽しめる」との声があり、貴重な遊びの場及び地域交流の場と
なっています。
事業者からは、プレイパークの運営に携わる担い手不足や、運
営に係る自己資金の確保が課題であるとの意見がありました。

推進 放課後児童育成課

5 2
青少年育成に係る人材育成
等の取組

研修会等参加人数 9,922人／年
39,260人
（５か年）

-
10,947人（２か年）
（R３年度6,354人） C 281,146千円 283,516 千円 B

　事業者は「新型コロナウイルスの影響により、参加者数は減
少したが、会場とインターネットを併用したハイブリッド形式の
研修を充実させて実施するなどにより、参加者満足度は高く、
新たな受講者獲得にもつながった。対面でしかできない実地プ
ログラムなどもあるが、利用者ニーズに対応しながら、内容に
応じて開催方法を工夫しながら実施していきたい。」と意見があ
りました。

参加者からは、「コロナ禍でなかなか交流や意見交換ができ
ていなかったため、さらに時間がほしいと思うほど有意義な時
間だった」、「申し込み方法などの手続きに係るシステムが簡素
で利用しやすかった」などの声があった。

推進 青少年育成課

6 2
青少年育成に係る広報・啓発
の実施

- （実施） （推進） -

高校生世代を対象
とした相談機関の
紹介ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの
開設（「ふぁんみっ

け」）

B - - B
　市民団体から掲載希望の意見があった。積極的に周知を進
めていく。

推進 青少年育成課

3 青少年育成課推進

　事業者は、「コロナ禍の影響及び（改修に伴う）休館により目
標を下回ってしまったが、インターネットを活用した新たなプロ
グラムを立ち上げ、体験の普及・振興を行うことができた」と評
価している。
　科学館利用者アンケートでは、「また利用したい」の回答が
97%であった、
　その他の施設においては、「日帰り利用になったが、日常で
は体験できないことを経験させてもらえた」「コロナ禍の中、利
用できたことが満足だった」「様々な要望にも対応・理解いただ
き、気持ちよく利用することができた」などの声を利用者から得
られており、青少年の体験活動機会を充実させることができて
いる。

A439,635 千円448,063千円4,250回／年4,081回／年
自然・科学体験等プログラム
実施回数

子ども・青少年の体験の推進 2,153回／年- C

　青少年に効果的な広報・啓発方法として、高校生世代の居場
所や相談機関の紹介ポータルサイト「ふぁんみっけ」の運用を開
始しました。

市内25か所において、延べ1,149回の活動支援を行いました。な
お、コロナ禍においても、感染予防に十分に配慮をしながら、運
営を継続し、前年度（972回）より増加している。

　（公財）よこはまユースや青少年育成センター等が実施する、
市民や青少年指導者向けの研修・講座の実施により、青少年育
成に係る普及啓発及び人材育成を推進した。
　令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、300～
400人規模で行う横浜市青少年指導員研修会やさくらリビングで
の保護者セミナーを中止したり、エンパワーメントセミナー等集
合型研修は会場の定員数を減らして開催したため、目標の参加
者数を下回っている。
　緊急事態宣言発令期間中は、実地演習を目的とする集合型
のボランティア養成研修等は中止判断せざるを得ず、ボランティ
ア活動の受入についても受け入れ先や機会の減少により、目標
人数を下回っている。

なお、令和３年度の実績は、目標人数を下回ったが、前年度
（4,593人）より増加している。

　野島青少年研修センター、野外活動センター３か所、こども科
学館において、自然・科学体験等プログラムを実施し、多様な体
験活動の機会を提供することで、青少年の健全育成を推進し
た。
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止策による利
用制限や設備等改修に伴う休館・一部休所の期間があったこと
から、目標の実施回数を下回ったが、前年度（1,745回）より増加
している。
　全ての施設において、新型コロナウイルスの影響を大きく受け
たが、野島青少年研修センターの場合、緊急事態宣言中の学
校団体等宿泊行事が相次ぐキャンセルに伴い、９月の利用稼働
率は7.1%に下がるなど、繁忙時期とコロナ制限の時期が重なっ
た影響も大きい。
　また、こども科学館では天井改修工事のため11月から1月まで
全館休館しており、その間出張教室やオンライン教室を実施し
ていたが、現地での集合教室は実施できなかった。
　こども自然公園青少年野外活動センターにおいても、宿泊棟
ウッドデッキ改修工事に伴い、12月から３月中旬まで日帰り利用
のみとなる制限が生じた。

今後は各施設において、利用者ニーズへの柔軟な対応や感
染状況を踏まえた即応により、体験プログラムを積極的に提供
していく。

2
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 3 1,038人／年 1,800人／年 - 1,516人／年 C 青少年育成課

2 3 160人（累計） 1,830人（累計） - 697人（累計） C 青少年育成課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 3 青少年相談センター事業 実利用人数 819人／年 820人／年 - 988人／年 A 66,314千円 56,226千円 A

　利用者アンケートでは、利用満足度（満足・やや満足）が本
人・家族ともに97%と高く、自立に向けた支援が受けられている
との意見が多かった。コロナ禍でもプログラムを継続したこと
に対する満足度が高かった。
　また、青少年相談センターでは、感染対策をしっかり行いな
がら事業を継続しただけでなく、外出プログラムや社会参加体
験事業などにも力を入れることができたと評価している。今後
も社会参加体験先を増やしていく等、支援メニューの充実に
努めていく。

推進
青少年相談セン
ター

2 3 地域ユースプラザ事業 実利用人数 952人／年 1,210人／年 - 868人／年 C 136,216千円 134,751千円 A

　利用者アンケートでは、利用満足度（満足・やや満足）が本
人96.7％と高く、自立に向けた支援が受けられているとの意見
が多かった。しかし、事業の周知度が不十分であるため、引き
続き、広報・PRに努めていく。

推進
青少年相談セン
ター

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策３】若者の⾃⽴⽀援施策の充実

＜指標＞

№
施
策 指標

若者自立支援機関における自立に向けて改善がみられた人数

寄り添い型生活支援事業の利用により生活習慣に改善がみら
れた子どもの人数

所管課
R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度

進捗状況
R３年度の取組

R３年度予算額
（千円）

　青少年及びその保護者を対象に総合相談や社会参加に向
けた継続支援を行った。特にひきこもりや不登校など困難を抱
える若者に対しては、少人数での集団活動を実施したり、野菜
販売やレストランでの接客等、社会参加体験の機会を作り、自
立に向けて対人交流の場を広げていけるよう支援した。
　また、若者自立支援の中核機関として、子ども・若者に携わる
地域関係機関・団体を対象に、若者相談支援スキルアップ研
修や職員技術研修を行った。

　思春期・青年期の総合相談や居場所の運営等を実施した。
新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針に基づ
き、居場所の利用者を半数程度に制限したことで、地域ユース
プラザ利用者は伸び悩んだが、前年度（722人）より増加してい
る。なお、メール相談やオンラインを活用した居場所の実施、利
用者に通信を送付するなどの工夫で若者への支援を途切れる
ことなく行った
　令和３年度から試験的にご家族を対象とした事業や、施設見
学会を実施するなど、ユースプラザを利用しやすくするための
取組などを進めた。

■これまでの主な取組
○若者自立支援機関等（青少年相談センター、地域ユースプラザ、若者サポートステーション及びよこはま型若者自立塾）における若者の自立に向けた相談支援や居場所の提供、社会体験･就労体験プログラムなどを通じて、本人の状態に応じた支援に取り組みました。また、コロナ禍においても、困難を抱える

若者や家族への支援が途切れることがないようメール相談やオンラインを活用した居場所の提供などを行いました。

○生活困窮状態にあるなど、養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等を対象とした寄り添い型生活支援事業を、18区20か所（うち令和３年度拡充か所数：３か所）で実施しました。また、高校進学に向けた寄り添い型学習支援事業の実施など、将来の自立に向けた基盤づくりを進めまし

た。

■取組による成果
○若者自立支援機関等での継続的な支援により、利用者のうち1,516人の方に本人の状態に応じた自立への改善がみられました。

○寄り添い型生活支援事業では、安心して過ごすことのできる環境の中で支援を行うことにより、子どもたちが基本的な生活習慣などを身に付けることができました。また、寄り添い型学習支援事業により、将来の夢や高校進学に向けた学習意欲の向上等につながるなどの成果が見られました。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○困難を抱える若者への支援として、引き続き、若者自立支援機関等における本人の状態に応じた支援を行います。

○青少年相談センター（ひきこもり地域支援センター）において、ひきこもり等困難を抱える若者の自立及び社会参加に向けた支援を進めていきます。また、健康福祉局と連携し、ひきこもり支援体制を強化することにより、切れ目なく全ての年代の方に寄り添った支援に取り組んでいきます。

○寄り添い型生活支援事業については、支援を必要とする家庭に育つ、より多くの小・中学生等が生活習慣の習得ができるよう、実施箇所数を増やすなど事業を拡充します。また、事業所から遠方に居住する児童や低学年児童等の利用促進及び安全確保のため、送迎を強化します。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

R３年度
進捗状況

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）

5 3 よこはま型若者自立塾 実利用人数 65人／年 130人／年 - 71人／年 C 37,157千円 32,588千円 B

　参加者からは、「事業に参加したことで、チャレンジすること
の大切さが分かった。今後はそれを忘れずにより精進してい
きたい」、「働く楽しさや人の温かさに触れることができた」、
「次のステップにつなげていきたい」など、前向きな感想が聞
かれた。
　事業者は、「利用者が当事業を通して、生活スキルや社会ス
キルを身に付けることができている」と評価している。

推進 青少年育成課

6 3 寄り添い型生活支援事業 実施か所数 12か所 23か所 - 20か所 A 230,528千円 222,035千円 A

　事業者アンケートにおいて、利用者のうち約９割の児童に改
善が見られている。
　また、寄り添い型生活支援事業実施事業者からは、利用し
ている子どもたちについて、手洗い・うがいや食卓の準備・後
片付けなどの基本的な生活習慣が身についた、他の利用者
やスタッフに対して挨拶ができるようになったなどの効果が見
られているという声が聞かれた。その一方で、対象児童が遠
方に居住していたり、保護者からの理解を得られず通えないと
いう課題も挙げられた。
　子どもたちからは、「今まで家であまりやらなかった料理をす
るようになった」、「自分はもっと頑張って、将来はきちんと仕事
をしたい」、「ここ（生活支援事業）にずっと参加したい」など、
様々な声が聞かれている。

推進 青少年育成課

7 3 寄り添い型学習支援事業 - 受入枠：950人 （推進） - 受入枠：1,200人 B 270,142千円 196,642千円 A

　寄り添い型学習支援事業実施事業者からは、「前向きに変
化していく子どもたちの姿が見られ、やりがいを感じている」等
の声が聞かれた。
　子どもたちからは、「将来の夢が細かく決まってきた」、「家で
は言えない悩みも言えるようになった」、「家でも勉強するよう
になった」等の声が聞かれた。また、高校進学の意識が高ま
り、目標に向かって勉強に取り組む中学生が多く見られた。

推進
健康福祉局生活支
援課

D 推進 青少年育成課

4 72,423千円72,933千円

　若者サポートステーション等の支援につながった若者のうち、
生活困窮状態及びそれ以外の複合的な課題を抱える若者に
対し、自立に向けた相談をはじめ、関係機関への同行支援や
つなぎなど総合的な支援を行った（よこはま若者サポートス
テーション、湘南・横浜若者サポートステーションへの委託によ
り実施）。

また、自らＳＯＳを発することができない若者に対する早期支
援として高校等へ出張相談等を行い、積極的な働きかけによ
る早期解決のため支援を行った。

なお、令和３年度は、コロナ禍の影響を受け、若者サポートス
テーションの新規利用者及び継続利用者の総数は減っている
が、利用者のうち生活困窮状態の若者の割合が増え続けてい
るため、結果的に想定目標値に届いている。

生活困窮者自立相談支援事業は、区福祉保健センターだけ
でなく、サポステでも実施していることの周知を行い、困難を抱
える若者の利用につなげていきたい。

1,206人／年

　困難を抱える15歳から39歳の若者及びその保護者を対象
に、就労に向けた総合相談や就労セミナー、就労訓練等を実
施し、職業的自立に向けて支援した。また、若者サポートス
テーションの支援を受けて就職した若者に、就労後の職場定着
のためのフォロー等を実施するほか、より安定した就労形態に
ステップアップできるよう支援した。

若者サポートステーションは、就職活動の進め方や仕事の選
び方がわからないなど、ハローワークを利用する前段階として
の支援を必要とする若者を中心に利用されているが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言下で外出自体が減
り、新規登録や継続相談が減少したと考えられる。

なお、令和３年度は、引き続き新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受け、電話やオンラインを活用した相談やプログラム
の実施したが、継続利用者からは来所相談のニーズの方が高
く、状況に合わせて来所での相談を増やした。その一方で、就
労訓練等は受入自粛を行うところが多かった。

47,675千円 46,816千円3 3
若者サポートステーション事
業

実利用人数 1,639人／年 1,740人／年 -

444人／年実利用人数
生活困窮状態の若者に対す
る相談支援事業

480人／年

A

　利用者アンケートでは、利用満足度（大いに満足・満足・まあ
満足）が９割以上と高い。
　利用者は、相談支援の利用によって、自身を客観的に見つ
め直し、就労訓練の利用によって様々な仕事にチャレンジし周
囲とのコミュニケーションを積極的に取れるようになるなど、自
立に向けて踏み出すことができている。
　利用者からは、スタッフがしっかり話を聞いてくれ、安心して
相談ができた、自分はできるんだと自信が持てた、職場体験
で不安が払拭され、前向きに考えられるようになったなどの声
が聞かれている。
　一方で、現在は２週間から１か月に一度の個別面談を行っ
ているが、利用者によっては、もう少し頻度を高く相談したいと
いう声もあるため、事業者は、相談枠と利用者の希望のバラ
ンスが課題と感じている。

また、事業者からは、コロナ禍の影響もあり、職場体験先の
開拓が必要となっていることや、若者やその保護者、各支援
機関等への広報を強化すべきという課題も挙げられた。

　長期にわたってひきこもり状態にある若者について、低下した
体力を回復するための体力づくりを行うとともに、共同生活を
通じて、生活リズムの改善や他人との関わり方を習得するな
ど、それぞれの若者の状態に応じた支援プログラムを実施しま
した（実施プログラム：短期合宿型訓練「ジョブキャンプ」、長期
合宿型訓練、特別プログラム「うんめぇもん市」、生活困窮者向
け就労準備支援事業等）。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県外移動
を伴う短期合宿訓練の回数を縮減し、市内で行う通所型訓練
を実施しました。

　保護者の疾病や生活困窮状態にある家庭など、養育環境に
課題があり支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等を対象
に、18区20か所で寄り添い型生活支援事業を実施した（令和３
年度拡充か所数：３か所）。
　手洗い・うがいや歯磨き、食事の準備・後片付け等の基本的
な生活習慣や、学校の勉強の復習・宿題等の学習習慣を身に
付けるための支援を行った。
　また、家庭的な雰囲気の中で保護者以外の大人と過ごすこと
で、それまで落ち着きのなかった子どもがスタッフの話を聞ける
ようになる、スタッフに悩みを相談できるようになる等の変化が
見られた。

コロナ禍においても、感染拡大防止策を取りながら開所し、子
どもへの支援を継続した。

　寄り添い型学習支援事業では、学習活動等の支援を行い、
生活改善や高校進学を促進するほか、進学後のフォローを行
うことにより、安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取
り組みを進めた。また、高校中退防止の取り組みとして、中学
校時代に築いた信頼関係などを活かし、居場所や学び直しの
場の提供や面談を通した状況確認等各区の実情に応じた取り
組みを行った。
　また、高校中退者等も含む概ね15歳から18歳の高校生世代
に対し、将来の選択肢の幅を広げる目的で、社会生活に関す
る様々な情報提供及び講座開催等の支援を行う「高校生世代
支援事業」を全区で実施した。

A

　利用者アンケートでは、利用満足度（大いに満足・満足・まあ
満足）が９割以上と高い。
　利用者は、相談支援の利用によって、本人の現状や内面を
整理し、できることから行動に移すことで、抱えている複合的
な課題を、個人差はあるが、一つずつ着実に解決している。
　事業者からは、若者サポートステーション事業と連携し、一
体的相談窓口を設けることで、様々な困難を抱え、支援を必
要としている若者に対して、速やかに適切な支援を届けること
ができているとの評価があった。
　一方で、複合的な課題や深刻な課題を抱えている利用者
は、就労までの準備に時間を要するため、支援が長期化しや
すいという課題も挙げられた。

3 -560人／年 青少年育成課推進B
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

R３年度
進捗状況

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）

9 3
身近な地域に出向いた相談
等の実施

実施回数 485回／年 600回／年 - 620回／年 A - - A

　区役所における専門相談について、利用者からは、「身近な
区役所で相談できるので利用した」との声があった。地域ユー
スプラザ相談員等からは、「専門相談のために区役所に出張
していることをきっかけに、区福祉保健センターをはじめとした
支援機関と連携が一層行えるようになった」と評価している。
　18区で実施した「ひきこもり等困難を抱える若者支援セミ
ナー・相談会」では、ひきこもりから回復した方の経験談やセミ
ナー後に施設見学を実施するなどの工夫を行った。利用者ア
ンケートでは、「満足」「やや満足」と回答した方が88.6％と高
かった。

推進
青少年相談セン
ター

10 3
若者自立支援に係る人材育
成、関係機関支援及びネット
ワーク構築

実施回数 121回／年 180回／年 - 391回／年 A - - B

　支援者向けのスキルアップ研修では、初めて動画配信によ
る研修を実施したところ、平日では参加不可能な方など申込
が多数に及んだ。今後も参加しやすい実施方法やアンケート
を踏まえたメニューの実施など、満足度を高められるよう努め
ていく。
　地域ユースプラザが主催する地域若者支援連絡会の参加
者からは、「参加した支援機関と意見交換ができて有意義だっ
た。」との声をいただいた。

推進
青少年相談セン
ター

8 3
青少年の地域活動拠点づくり
事業（基本施策２の再掲）

地域活動拠点の設置数 ６か所（累計） ７か所（累計）12か所（累計） -

　区役所等の身近な地域に出向いた相談を実施したほか、ひ
きこもり等の若者の置かれている現状等について理解を深め
るセミナー・相談会を全区で開催した。また、学校SSWや教育
事務所等との連携促進を図ったほか、関係機関のケース会議
等に出席し助言を行う等、支援機関のバックアップ等に努め
た。

　７箇所で拠点運営を実施しました。各拠点では、中高校生世
代の青少年を対象に、自由に活動したり、交流できる場を新型
コロナウイルス感染予防対策を講じた上で提供するとともに、
地域と連携したボランティア活動などの社会参加プログラムを
実施することで、青少年が主体的な社会の一員として成長でき
るよう支援しました。
　また、通年実施が始まった青葉区の拠点では、中高生世代
が地域課題の解決やまちの魅力を向上するプロジェクトを立ち
上げました。地域住民と協力してプログラムを実施することで、
多世代との交流を通してコミュニケーション力や協働力が身に
つき、地域の担い手育成につながる取組みとなっています。

C B

　事業者は「新型コロナウイルスにより、利用者が減ることも
あったが、予防対策を取り入れた上で、青少年が気軽に安心
できる場と交流機会を提供し、青少年の出会いと仲間づくりに
貢献できている。」「地域資源を活用した社会参加プログラム
の実施により、青少年期に必要な社会体験の機会を提供でき
ている。」と評価している。その一方で、拠点から遠くに住む青
少年も参加しやすい体験機会の提供が課題として挙げられ
た。
　利用する青少年からは「プログラムに参加して達成感があ
る」、「安心できる場所」、「色々な年齢層との話し合いで自分と
は違う考えが聞ける」、「本来の自分をさらけ出せる」、「普段
できない事に挑戦できる」などの声があった。

推進 青少年育成課121,202千円 124,276 千円

　青少年相談センターでは、若者自立支援に携わる職員や関
係機関向けの支援技術の向上を図るため若者相談支援スキ
ルアップ研修を実施したほか、区役所等が主催する困難を抱
える若者支援をテーマとした研修会等において、青少年相談セ
ンター職員の講師派遣を行った。
　地域ユースプラザでは、オンラインを併用した地域支援連絡
会を実施する等、地域の関係機関や区役所との連携及びネッ
トワーク作りを進めた。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 4 3.9か月 2.6か月 - 4.8か月 C 障害児福祉保健課

2 4 245,283人／年 318,310人／年 - 365,342人／年 A 障害児福祉保健課

3 4 772,894人／年 1,080,000人／年 - 1,128,471人／年 A 障害児福祉保健課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 4 地域療育センター運営事業 -
巡回訪問回数：

1,459回
（推進） - 1,220回 B 186,659 千円 193,793 千円 B 職員を対象とした専門的な技術的支援により、園全体で支援

内容が向上するとの評価を得ている。
推進 障害児福祉保健課

＜指標＞

R３年度実績
（R４年３月末時点）

R３年度
進捗状況

№
施
策 指標

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策４】障害児への⽀援の充実

地域療育センターの初診待機期間

児童発達支援事業の延べ利用者数（地域療育センター含む）

放課後等デイサービスの延べ利用者数

R３年度
進捗状況

所管課

R３年度の取組R３年度実績
（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量

保育所や幼稚園等の希望に応じ、訪問指導を実施した。なお、
令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施
していたため、令和元年度以前の実績水準に回復した。

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）

■これまでの主な取組
○地域療育センターにおいては、利用申し込み後、速やかな面談の実施など専門職による支援に取り組みました。

○療育訓練や余暇支援等を提供する児童発達支援事業所は218か所、放課後等デイサービス事業所は418か所となり、障害児の支援体制が拡充されました。また、事業所に対して実地指導、集団指導、研修を実施し、サービスの質の向上に取り組みました。

○医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するため、「横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター」を市内6区（鶴見区、南区、旭区、磯子区、青葉区、都筑区）に配置し、拠点として支援しています。また、医療的ケアや教育・福祉制度等への理解を図り、より質の高いサービス提供、円滑な情報共有、支援の連携

等、医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実を実現する「支援者養成研修」や過去に育成したコーディネーターや支援者に対して、フォローアップ研修及び見学実習を実施しました。

○メディカルショートステイ事業の推進について、利用者向けの制度案内チラシを作成・配布するなど周知を図りました。また、協力医療機関との連絡・調整を適切に行うとともに、医師、看護師及び医療ソーシャルワーカーとの会議を実施し、利用者の受入に関する情報共有や 意見交換を行いました。

■取組による成果
○保育所や幼稚園等の希望に応じて、訪問指導を実施し、訪問回数が新型コロナウイルス感染症で落ち込む前の実績水準まで回復しました。

○放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所について、事業所が増えたことにより利用の幅が広がりました。また、指導や研修の実施により、サービスの質の向上に寄与しました。

○「横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター」が医療的ケア児・者等やその家族と関係機関等とをつなげるなど、在宅生活を支援しました。また、支援者養成研修を開催し、支援者を42名養成するとともに、過去に育成したコーディネーターやと支援者を対象にしたフォローアップ研修及び見学実習を実施するな

ど医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実が図られました。

○メディカルショートステイ事業の推進により、常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児・者等を支える家族の負担軽減を図りました。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○障害児相談支援事業所は、実施している事業所が少ない状況にあるため、引き続き、より多くの児童が障害児相談を利用できるよう取組を進めていきます。

○量の拡大が進む放課後等デイサービス及び児童発達支援については、事業所に対する研修を実施するなど、支援の質の向上に向けた取組を進めていきます。また、在宅障害児支援の充実に向け、実施手法の検討及び調査を区と協力して行います。

○引き続き、横浜型医療的ケア児・者等支援者を養成し、関係機関の連携強化や、医療的ケア児・者等の地域での受入れ体制の充実を目指します。

○学齢後期障害児支援事業については、有識者等による検討会議を設置し、体制強化に向けた検討を進めます。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度
進捗状況

R３年度の取組R３年度実績
（R４年３月末時点）

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）

2 4
障害のある子ども等への保
育・幼児教育の提供体制の
整備（基本施策１の再掲）

- （実施） （推進） - （実施） B

●民間園への補助
4,631,153千円

●市立園への加配
1,206,792千円
●研修の実施

1,000千円

●民間園への補助
5,234,039千円

●市立園への加配
978,205千円

●研修の実施
594千円

B

・各園で発達障害児が増加傾向にあり、研修参加者からは
「園全体でのスキルアップを図るための学びが多く、園の役割
を再確認できた」「改めて障害児保育の難しさを感じた。学ん
だことを活かし、焦らずすすめようと思った。」との声が聞かれ
た。
・また、医療的ケアについては、「ハードルが高いと思っていた
が特別なことではないことが分かった、安心できる環境を整え
ていきたい」等の声が上がっていた。
（研修実施後のアンケートより）

推進
保育・教育運営課
保育・教育支援課
障害児福祉保健課

3 4
障害児通所支援事業所等の
拡充と質の向上

①児童発達支援事業所数
②放課後等デイサービス事
業所数
③障害児相談事業の受給者
数

①125か所
②292か所
③3,097人

①139か所
②450か所
③7,000人

-
①218か所
②418か所
③3,526人

B 16,964,985千円 16,636,769 千円 B

保護者からの利用ニーズが引き続き高く、利用児童は増加傾
向にある。
一方、親の会をはじめ利用当事者団体等から、サービスの質
に対する懸念・要望もある。引き続き、数の拡充と併せ、支援
の質の向上が求められている。

推進 障害児福祉保健課

4 4
学齢後期障害児支援事業の
拡充

学齢後期障害児支援事業所
数

３か所 ４か所 - ３か所 B 127,659千円 125,785 千円 B
横浜市障害施策推進協議会（以下「推進協」という。）の専門
部会である発達障害検討委員会において、随時報告を行うと
ともに、実施事業者との意見交換を実施している。

推進 障害児福祉保健課

5 4 障害児入所施設の再整備 - （実施） （推進） - （推進） B - － B 早期の再整備実施に向け、施設運営法人内での検討を促し
ていく。

推進 障害児福祉保健課

6 4
医療的ケア児・者等支援促
進事業の推進

①コーディネーターの配置
②支援者の養成

①準備
②40人（累計）

①６人（累計）
②350人（累計）

-
①６人（累計）
②136人（累計） B 8,552 千円 7,026 千円 B

本事業の周知が進み、コーディネーターに寄せられる相談は
増加傾向にあります。特に保育園・幼稚園への入所や学校に
おける支援等に関する相談が多くなっています。
なお、外部との意見交換の場として、横浜市障害者施策推進
協議会の部会である横浜市医療的ケア児・者等支援検討委
員会において、医療的ケア児・者等の現状や課題の把握、支
援体制の整備について検討を行っている。

推進 障害児福祉保健課

7 4
メディカルショートステイ事業
の推進

- （実施） （推進） -

・協力医療機関の
箇所数：11病院
・利用登録者数：
398人

B 35,335 千円 25,115 千円 B

協力医療機関に対して、研修は実施できなかったものの、担
当医師や看護師及び医療ソーシャルワーカーとの会議を感染
症対策に留意しながら開催し情報共有や意見交換を行った
他、日々の調整等を通じて、利用者の医療ケアの状況や社会
情勢に応じた調整等を都度行い、円滑な事業運営ができてい
る。

推進 障害児福祉保健課

8 4 市民の障害理解の促進 - （実施） （推進） - （実施） B

①こども青少年局
170千円

健康福祉局
237千円

教育委員会事務局
214千円

②1,000千円
③1,824千円

①こども青少年局
0千円

健康福祉局
165千円

教育委員会事務局
0千円

②1,000千円
③786千円

B

①感染症拡大防止の視点を踏まえつつ、動画の作成やライト
アップ施設や図書館での展示の拡充等、積極的な啓発に努
めた。今後の取組に際しても引き続き、コロナ禍に対応した、
効率的・効果的な取組方法の検討が求められる。
②今後の取組に際しては、感染症拡大防止の視点に基づく、
効率的・効果的な取組方法の検討が求められる。
③市民から障害理解に関する普及啓発のイベントについて評
価する声があった。

推進
健康福祉局障害施
策推進課

事業の役割・機能等に係る課題解決や体制強化に係るアイデ
アを共有するとともに、「市民ニーズ等を踏まえた事業拡大の
方向性」について意見交換を行うことを目的として、学齢後期
障害児支援事業所（小児療育相談センター、横浜市総合リハ
ビリテーションセンター、横浜市学齢後期発達相談室くらす）と
意見交換会を令和３年10月より計４回実施した。

再整備を希望する施設運営法人と協議を行った。

①市内６か所（磯子、鶴見、南、旭、青葉、都筑）に横浜型医療
的ケア児・者等コーディネーターを配置し、18区を対象に支援
を実施した。
②支援者養成研修を開催し、42名の修了者を養成した。また、
過去に育成したコーディネーターと支援者を対象にしたフォ
ローアップ研修及び見学実習を開催した。

※フォローアップ研修（令和３年10月15日ZOOMを用いたオンラ
イン開催）受講者18人、見学実習（令和３年９月末～令和４年３
月末）受講者１人

　利用者向けの制度案内チラシを作成・配布することにより、さ
らなる周知を図り、制度を必要とする方の登録を促進した。
　協力医療機関の医療スタッフ向けの研修は新型コロナウイル
ス感染症の影響で中止したが、協力医療機関の医師、看護師
及び医療ソーシャルワーカーとの会議を令和３年７月に実施
し、利用者の受入に関する情報共有や意見交換を行った。

その他、協力医療機関への訪問や電話・メール等で随時連
絡調整を行った。また、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触
者の受入にも迅速に対応した。

①世界自閉症啓発デーに合わせ、一般社団法人横浜市自閉
症協会と横浜市の協働により、よこはまコスモワールド大観覧
車をはじめとした、市内ランドマーク施設（７か所）のブルーライ
トアップを実施した他、市立図書館にて発達障害に関する書籍
の特集展示と、発達障害の理解に役立つパネル展示を行っ
た。
また、学校法人岩崎学園の協力により自閉症の理解啓発を目
的とした動画を制作し、市営地下鉄車内ビジョン、市YouTube
公式チャンネル等で公開した。
②「セイフティーネットプロジェクト横浜」等の障害福祉関係団体
との連携により、普及啓発活動を通じた障害理解の推進に努
めた。
③12月の障害者週間に合わせて市庁舎アトリウムでのイベン
ト及び各区における講演会やイベントを実施した。

・障害のある子どもへの保育・教育の提供体制を確保するた
め、対象児童の加配区分に応じて、市立保育所については保
育士加配、民間保育所等については保育士等を確保するため
の経費の助成を行った。
・障害のある子どもへの理解と適切な保育環境づくりに向け
て、保育者等の専門性の向上を図るため、障害児保育の研修
に加え、発達障害児保育に特化した研修を行った。医療的ケア
児の研修を行い成長発達に合わせた支援の知識・理解を深め
られるようにした。
・令和３年度は、保育所等での受入れ支援体制を検討するた
め、庁内で保育所等における医療的ケア検討プロジェクトを立
ち上げ、課題の整理や次年度以降の取組内容を検討した。

新規開設を希望する事業所向けに、指定前の説明会を年３回
開催し、児童発達支援事業所は30か所、放課後等デイサービ
ス事業所は53か所、障害児相談事業の受給者数は192人増と
した。また、事業所に対して実地指導、集団指導、研修を実施
し、サービスの質の向上に向けた取組を行った。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 5 96.2% 98.7% - 98.4% B 地域子育て支援課

2 5 78.7% 89.0% - 87.7% B 地域子育て支援課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 5 思春期保健指導事業 思春期保健講座 128件／年 152件／年 - 50件／年 D 935千円 775千円 B

　学校や地域の場で実施する思春期保健講座や赤ちゃんふ
れあい体験は、正しい地域の普及や健康教育という側面から
も思春期の子どもの心身の健やかな成長を支援するものと
なっている。

推進 地域子育て支援課

2 5 不妊相談・治療費助成事業
①特定不妊治療費助成件数
（男性不妊助成件数）
②不妊・不育・専門相談件数

①4,571件／年
（25件／年）
②54件／年

①5,330件／年
（37件／年）
②54件／年

-
①9,415件／年
（37件／年）
②44件／年

A 1,893,947千円 2,299,271千円 B
　２回目以降の助成金額の増額や男性不妊治療費の助成に
より、高額治療費に対する利用者の経済的負担を軽減してい
る。

推進 地域子育て支援課

3 5 妊娠・出産相談支援事業
にんしんＳＯＳヨコハマ相談
件数

414件／年 734件／年 - 409件／年 B 11,009千円 10,896千円 A
　予期せぬ妊娠にとまどい、周囲に相談できない状況の中で
にんしんSOSに相談し、区の継続支援につながる利用者もお
り、必要な相談窓口となっている。

推進 地域子育て支援課

　学校等で、思春期の男女やその親に対して、思春期保健に
関する講座や赤ちゃんふれあい体験を実施した。令和３年度は
令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、計画どおりに開催ができず、件数は大幅に減少した。

　令和３年１月からの制度拡充（所得制限の撤廃、助成回数の
緩和）により助成対象者が増えたことで、特定不妊治療費助成
件数が大幅に増加しました。
　本市ホームページ上に新たに「不妊症の基礎知識」ページを
掲載し、啓発を行うとともに、不妊・不育専門相談事業や一般
相談事業を行っています。また、令和３年10月から公認心理士
が不妊や不育に関する心理的な専門相談を行う不妊・不育心
理専門相談事業を開始しました。

　にんしんSOSヨコハマを運営し、予期せぬ妊娠への相談を電
話・メールにより365日対応した。なお、継続支援が必要な事例
については、各区こども家庭支援課と連携し個別的な支援を実
施している。
　また、広報として市営地下鉄車内LED広告掲載、市ホーム
ページ掲載を行うとともに、R３年度は新たにみなとみらい線駅
構内トイレにおける広報媒体を掲示し広報活動を拡充させた。

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R３年度
進捗状況

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

妊娠届出者に対する面接を行った割合

産婦健康診査の受診率

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組

所管課

R３年度決算額
（千円）

R３年度
進捗状況

横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価案

【基本施策５】生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実

№
施
策 指標

＜指標＞

R３年度実績
（R４年３月末時点）

■これまでの主な取組
○特定不妊治療費助成額の増額や男性不妊治療費の助成を実施など、治療にかかる経済的負担を軽減しました。また、男性不妊について学べる動画を配信し、啓発を行いました。

○オンラインによる保健指導や安心して受診できる乳幼児健診の実施など、新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦に寄り添った支援と、感染予防に向けた環境整備に引き続き取り組みました。

○母子保健コーディネーターを全区の福祉保健センターに配置し、主に妊娠届出時から産後４か月までの継続した相談対応や母子保健サービスの利用案内等を行うことで、妊婦や養育者の不安や負担の軽減を図り、横浜市版子育て世代包括支援センターとしての支援を充実しました。

○「にんしんＳＯＳヨコハマ」の運営、予期せぬ妊娠への相談を電話・メールにより365日対応しました。また、産後母子ケア事業のほか、産後うつ等の心の不調を抱える妊産婦や家族が精神科医に相談しやすい環境を整備するための「おやこの心の相談」を実施しました。

○多胎妊婦の心身の負担軽減を図るため、健診費用を追加して補助しました。

○小児医療費助成について、１，２歳児の所得制限を撤廃し、子育てしやすい環境の一層充実を図りました。

■取組による成果
○予期せぬ妊娠・出産の不安や悩みを抱えた方が、電話やメールで気軽に相談できる「にんしんＳＯＳヨコハマ」の運営し、妊娠早期からの相談支援を充実させ、区福祉保健センター等と連携しながら切れ目のない支援につなげました。

○母子保健コーディネーターによる妊娠届出時から産後４か月までの継続した相談対応や母子保健サービスの利用紹介等を行うことで、妊婦や養育者の不安や負担の軽減を図りました。

○こんにちは赤ちゃん訪問員による乳児家庭全戸訪問や専門職による訪問指導等により、親子が地域で孤立化せずに安心して育児ができるよう支援を進めました。

○育児不安や心身の不調が生じやすい妊娠中及び産後の支援が必要な時期に、産前産後ヘルパーの派遣や出産直後の母子ケアに取り組み、家事や育児の負担を軽減するとともに、育児不安の早期解消に努めました。

○妊娠期から乳幼児期までの切れ目のない支援を通じ、安心して出産・子育てができる環境を整えることにより、児童虐待の予防を図りました。

■今後の取組の方向性（計画推進に向けた課題、新たな行政課題への対応など）
○不妊や不育等に悩む方に対し、区福祉保健センターでの女性の健康相談や医師・看護師による専門相談やカウンセラーによる心理的な支援（ピアカウンセリングを含む）の充実を図ります。また、令和４年度からの不妊治療の保険適用を受け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療につい

て、経過措置として助成を行います。

○心身ともに不安定になりやすい妊娠中から出産後、乳幼児期にわたり必要な支援が受けられるよう、医療機関と行政が連携し、妊娠・出産に起因末う産後うつ等の予防及び早期発見・早期支援に取り組みます。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組
R３年度決算額

（千円）

4 5 ☆ 妊婦健康診査事業 受診回数 335,557回／年 325,766回／年 330,662回／年 304,048回／年 B 2,118,527千円 1,933,262千円 B
　一人ひとりの状況に応じた妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援を行うことで、安心して健診が受けられる環境
を整えている。

推進 地域子育て支援課

5 5 産科・周産期医療の充実 -

産科拠点病院数：
３か所、
周産期救急連携病
院数：９か所

（推進） -

産科拠点病院：３
か所
周産期救急連携病
院：８か所

B 59,220千円 37,140千円 B

運営費の支援により、産科拠点病院が適切に運営されてい
る。
設備運営費等の支援により、周産期救急体制の安定運用が
進んでいる。

推進 医療局医療政策課

6 5 小児救急拠点病院事業 -
小児救急拠点病院
数：７か所

（推進） -
小児救急拠点病
院：７か所 B 200,000千円 200,000千円 A 　医師の集約化により、小児専門医による救急医療体制の安

定運用が進んでいる。
推進 医療局医療政策課

7 5 小児救急に関する電話相談 -
相談件数：
79,012件

（推進） -
救急相談センター
救急電話相談件数
（小児：46,839件）

B 432,359千円
の内数

647,833千円
の内数 A 　全年齢を対象とした救急相談窓口を提供することにより利用

者の不安軽減に役立っている。
推進 医療局医療政策課

8 5 小児医療費助成事業 -
対象者数：
278,631人

（推進） -
対象者人数：

317,649人 B 9,446,590千円 9,152,525千円 B
通院助成対象の拡大により、年齢に対する要望は減ってきて
いるが、所得制限撤廃、緩和に関する希望の声が上がってい
る。

推進
健康福祉局医療援
助課

9 5 小児慢性特定疾病医療給付 -
対象者数：

3,082人
（推進） -

対象者人数：
3,079人 B 914,887千円 843,741千円 B 慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要と

する児童等の健全な育成に寄与している。
推進

健康福祉局医療援
助課

10 5
妊娠届出時の面接（母子保
健コーディネーター）

妊娠・出産・子育てマイカレン
ダー（セルフプラン）作成件数

10,087件／年 27,958件／年 - 25,723件／年 B 174,753千円 156,981千円 B

　妊娠・出産・子育てマイカレンダーを活用することで、各妊婦
が自分に合った母子保健サービスを利用しやすくしている。ま
た、妊娠後期の対象者全員に手紙を送付するなどして、妊娠
期の支援を充実させている。

推進 地域子育て支援課

11 5
横浜市版子育て世代包括支
援センターによる支援の充実

- （実施） （推進） - (実施) B 55,610千円 47,638千円 B
　母子保健システムを改修し、妊産婦等の情報管理方法を改
善することで、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援を充実させている。

推進 地域子育て支援課

12 5
母子訪問指導事業
（R3年度から名称変更：母子
保健指導事業）

第１子への訪問率 93.8% 96.4% - 87.1% B 43,502千円 41,586千円 B

　妊娠・出産・育児に関する保健指導や訪問指導を行うことで
育児不安や孤立の軽減につながっている。また、訪問指導が
不安な方については希望に合わせて電話による保健指導を
行っている。

推進 地域子育て支援課

13 5 ☆ こんにちは赤ちゃん訪問事業
①訪問件数
②訪問率

①26,198件／年
②93.9%

①24,579件／年
②96.1%

①24,872件／年
②95.0%

①23,203件／年
②93.3% B 98,288千円 95,249千円 B

　新型コロナウイルス感染症の影響がある中で、利用者から
は、「コロナでどこへも出かけられず、情報を得にくい状況に
あったため、訪問してもらい心強かった」、「コロナ禍で家族以
外の人と話す機会があまりなく、孤独だったので良かった」な
どの感想があった。

推進 地域子育て支援課

14 5 産後母子ケア事業
①デイケア実利用者数
②ショートステイ実利用者数
③訪問型実利用者数

①153人／年
②249人／年
③663人／年

①341人／年
②522人／年
③1,573人／年

-
①352人／年
②591人／年
③1,272人／年

A 50,893千円 127,036千円 B 　育児に対する強い不安を抱える母親に対してサポートを行う
ことで不安を取り除いたり、負担を軽くすることができている。

推進 地域子育て支援課

15 5 産前産後ヘルパー派遣事業 延べ派遣回数 10,345回／年 15,340回／年 - 18,893回／年 A 47,009千円 69,803千円 B

　利用者からは、産後の心身の不安定な時期に助かったとの
声があった。
　事業者からは、支援内容について利用者への周知を徹底し
てほしいとの意見があった。

推進 地域子育て支援課

16 5 産婦健康診査事業
①１か月健診の受診者数
②１か月健診の受診率

①21,949人／年
②78.7%

①22,726人／年
②89.0%

-
①21,818人／年
②87.7% B 125,166千円 185,995千円 B

　妊婦健診と産婦健診を同一の医療機関で一貫して受診でき
るように、市外医療機関とも契約を締結してほしいという意見
があった。

推進 地域子育て支援課

　生後４か月までの乳児がいる家庭を地域の訪問員が訪問し、
子育て支援に関する情報の提供や相談機関の紹介等を行っ
た。必要に応じて区と連携し、育児不安の軽減に取り組んだ。
新型コロナウイルス感染症流行下においても、子育て支援に関
する情報を届けるため、電話による状況確認や相談、資料の
郵送等の対応も行った。

　育児不安の早期解消に取り組むため、ホームページ等による
事業の周知を図ることで、利用件数は年々増加している。
　各区及び受託機関が事例を積み重ねることで、さらに効果的
な支援につながってきており、区役所、産科医療機関の意見を
もとに、事業内容を一部見直した。
一方で、目標値には達していないことから、引き続き、対象とな
る母子の早期把握と、医療機関との連携強化を図っていく。

　日中家事又は育児を行う者が他にいないため支援が必要な
妊産婦が属する世帯に、産前産後ヘルパーを派遣し、家事・育
児の支援を実施した。

　育児に不安を抱える母親を支援するため、医療機関と区福祉
保健センターとの情報共有体制を整え、産後ケア事業等の継
続的な実施が速やかに行えるよう体制を整備した。

乳幼児及び産婦の健康保持増進を図るために、妊娠・出産・育
児に関する保健指導や訪問指導を実施した。新型コロナウイ
ルス感染症の流行下においては、訪問先の意向を確認の上、
電話での支援等対応を実施し、前年度訪問率（67.4％）より増
加した。

　妊娠届出者に対しては、妊婦健診券の交付の際に母子保健
コーディネーターによる面談を行うなど、不安なく妊娠期を過ご
してもらえるように支援をした。新型コロナウイルス感染症の流
行状況を踏まえ、自宅などの安全な場所で、安心して視聴でき
るオンラインによる保健指導を実施した。

産科拠点病院：３病院の指定を維持した。運営費に対して支援
を行い、産科医療体制の充実を図った。
周産期救急連携病院：８病院を確保した。
また、医療機関の運営の費用に対して支援を行い、周産期救
急体制の充実確保を図った。

「１、２歳の所得制限緩和」を行った。

慢性疾患により長期療養を必要とする児童等の健全な育成を
図るため、医療給付を行った。併せて、小児慢性特定疾病児童
本人、家族の不安解消のため、相談や助言を行う自立支援事
業（相談支援）を実施している。
令和３年８月からは、受給者所に記載のない指定医療機関で
も受給者証を使用できるようになった。
また、令和３年11月から26疾病を国が追加し、現在16疾患群
788疾病まで対象が拡大された。

　母子保健コーディネータ―の配置区を全区に展開。全ての区
において、妊娠届出時に妊産婦等と面接の実施し、必要な保
健指導や相談支援を行った。

　妊産婦等の実情や支援経過に関わる情報を一元的に管理で
きるように、母子保健システムを改修を行った。

・小児救急拠点病院：７病院を確保し、拠点病院への小児科医
の集約など、小児救急医療体制の充実を図った。
・小児救急医療体制に参加している病院に対して費用の一部
を助成し、専門医による24時間365日の救急医療体制の確保を
促進した。

・救急電話相談と医療機関案内のサービスを小児を含む全年
齢を対象とし、24時間相談を受け付ける体制を整備している。
・入電に対して高い応答率を維持するため、予想される入電件
数に合わせて相談を受け付ける看護師等の配置数の増員を図
るなど体制整備の強化を行った。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組
R３年度決算額

（千円）

17 5
産後うつの早期支援に向け
たネットワーク構築

- （実施） （推進） - （実施） B 3,836千円 1,551千円 B

　産科・精神科・小児科をはじめとする関係機関と、効果的な
予防策、連携支援のあり方について意見交換、検討を行って
いる。
　おやこの心の相談事業の利用者からは、精神科医に「丁寧
に話を聞いてもらえた」「受診への後押しをしてもらえた」という
感想が聞かれている。

推進 地域子育て支援課

18 5 乳幼児健康診査事業等
区福祉保健センター乳幼児
健康診査受診率

①4か月児健診
97.2%

②1歳6か月児健診
 96.7%

③3歳児健診
96.5%

①4か月児健診
98.0%

②1歳6か月児健診
 97.0%

③3歳児健診
96.5%

-

①4か月児健診
96.4%

②1歳6か月児健診
 96.0%

③3歳児健診
96.1%

B 661,704千円 817,821千円 B

　集団健診を継続しながら、個別健診も実施したことにより、対
象者が安心して健診を受診できる機会を確保することができ
た。
　乳幼児健診は、親子の生活状況や健康状態を把握すること
が可能であり、乳幼児の健康の保持及び増進を図るうえで、
有効です。

推進 地域子育て支援課

19 5 歯科健康診査事業
①妊婦歯科健康診査受診率
②３歳児で虫歯のない者の
割合

①36.6%
②90.7%

①40.0%
②90%以上に維持

（かつ増加傾向）
-

①43.0%
②93.0% B 43,406千円 42,612千円 B

〈乳幼児歯科健診〉
「歯みがき方法を丁寧に教えてもらった」
「むし歯になりやすいとのことであったが、歯磨き方法の指導
をしてもらえたことで、むし歯にならなかった」などの意見が
あった。
〈妊婦歯科健診〉
「かかりつけ歯科医院をつくるきっかけになった」などの意見が
あった。

推進 地域子育て支援課

20 5 ☆ 育児支援家庭訪問事業
①家庭訪問延べ実施回数
②ヘルパー延べ実施回数

①3,775回／年
②2,209回／年

①5,088回／年
②2,952回／年

①4,280回／年
②2,572回／年

①4,122件／年
②1,815件／年 C 158,784千円 135,685千円 B

①訪問員の継続的な支援により、不安や孤立感の軽減や、保
護者との信頼関係の構築に繋がっている。
育児支援ヘルパー事業については、事業者から様々な課題を
持つ養育者への支援が難しく負担が大きいため、事業の受託
継続も難しくなっているとの声があった。

②家庭訪問やヘルパー派遣に対する抵抗感のある家庭への
対応等が課題となっている。

推進 地域子育て支援課

①妊婦歯科健康診査事業は、母子健康手帳交付時面接、母親
教室等で受診勧奨を図る他に、産婦医療機関と連携して妊娠
中の歯科受診の重要性を伝えて、受診率向上を図っている。
②本市独自の取組として、１歳６か月健診にてう蝕リスクの高
い児に対しては、経過歯科健診を実施し、保健指導を行ってい
る。

①子育てに関する不安や孤立感を抱える家庭に対して、育児
支援家庭訪問員による継続的な支援を行った。

②各区において対象者の把握に努め、支援の実施を行った。

　産後うつ対策検討会を実施し、リスクのある妊産婦の早期発
見と更なる支援のために、医療機関との連携について検討し
た。
　産後うつ等の心身の不調がある妊産婦とその家族が精神科
医の相談を受けることができる「おやこの心の相談事業」を実
施した。

　感染症対策を徹底したうえで集団健診を継続的に実施した。
また、特例措置として医療機関における個別健診も実施した。
感染症流行下であっても、乳幼児健診を安心して受診してもら
えるよう機会を確保した。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 6 44.2%
50.0%

【令和５年度】
- - - 地域子育て支援課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策６】地域における⼦育て⽀援の充実

＜指標＞

R３年度
進捗状況

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）

№
施
策 指標

地域での子育て支援の場を利用している親子の割合

所管課
R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

-
①25か所
②１か所

1 6 地域子育て支援拠点事業
①実施か所数
②施設外での居場所の実施
か所数

①22か所
②-

①28か所
②５か所

・令和４年３月に、７か所目の拠点サテライトを整備し、全25か所で実
施。
・子育て中の親子が交流する場の提供、子育てに関する相談、地域
の子育て情報の提供や、親子の居場所・交流の場づくりに取り組む
団体や施設が交流し、連携して子育て家庭を支援できるようなネット
ワーク構築等に取り組んだ。また、妊娠中の方についても来所しても
らえる取組を展開し、出産後のスムーズな利用等につなげたり、父親
が利用しやすいような工夫をしている。
・オンラインを活用した支援も定着し始め、外出しづらい利用者に向
けて利用者同士の交流の機会や、相談、講座等支援内容も充実さ
せ、地域の関係者とのネットワーク推進にも活用することができた。
・情報発信としてSNSやHPを活用し、外出しづらい利用者や来所を検
討する利用者に向けて施設の様子が随時わかるよう、工夫をした。
・感染症対策をとりながら、 大限の利用者の受け入れができるよう
工夫し、希望者が利用できるように実施している。

983,928千円 911,269千円 A

【利用者から】
・無料で利用でき、いろいろなことを話し見守ってくれるスタッフが同
じ悩みを分かち合える人がいる場があり、親自身の息抜きの場にも
なっている。
・いつでも行くと温かく受け入れてくれる雰囲気があり、安心する。
・子どもがいろいろな年齢の子と触れ合って遊べるようになった。
・経験豊かで話しやすいスタッフだけでなく助産師など専門相談がで
きる日もあり助かっている。
・拠点を利用したことがなかったが、拠点のオンラインの講座に参加
し、拠点の雰囲気が分かって、次回は来所したいと思った。
【実施事業者から】
・養育者と子どものニーズを把握し、寄り添いながら支援を行うこと
で、日々の事業の見直しや新事業展開につながっている。
・利用者が他の利用者に子育て経験を語る場を設けるなど、親同士
の支え合いの雰囲気つくりに努めている。
・地域関係者やボランティアとの関係も深まり、地域連携や地域支
援の充実に寄与している。
・来所することに不安がある親子への支援もオンラインによって継続
することができた。
・既存の取組もオンラインの手法を取り入れることで、これまで就労
等で参加しにくかった父親も職場の休憩時間に助産師のオンライン
相談に参加する等、利用者の幅が広がっている。

B 推進 地域子育て支援課

■これまでの主な取組
○地域子育て支援拠点事業を全区実施するとともに、港北区・鶴見区・青葉区・戸塚区・都筑区・神奈川区に続き、地域子育て支援拠点に準じた機能を持つ「地域子育て支援拠点サテライト」を旭区に整備しました。

○地域子育て支援拠点において、拠点へのアクセスが良くない地域への支援強化のため、「出張ひろば」を実施し、これまで拠点を利用していなかった家庭への積極的なアプローチに取り組みました。

○港北区に親と子のつどいの広場を１か所増設し、地域の親子の居場所の充実を図りました。

○来所することに不安のある親子に対してもオンラインを活用した相談や広場など様々な支援を実施しました。

○子育て支援者事業について、新型コロナウイルス感染対策の影響により利用できない会場がありましたが、会場を変更したり制限時間を設け入替制とするなど、より多くの親子が利用できるよう工夫し事業を継続しました。また、子育て支援関係の資源が少ないエリアに、1か所会場を開設しました。

■取組による成果
○地域子育て支援拠点は、妊娠期から利用が可能な区内の子育て支援の中核的存在であり、親子が遊び・交流できる居場所や子育てに関する情報提供など、子育て家庭を総合的に支え、安心して子育てできる地域づくりにつながっています。

また、地域子育て支援拠点に専任スタッフ「横浜子育てパートナー」を配置していることにより、子育てに限らず、親自身の悩みなど、個々のご家庭が抱える様々な相談に対し、相談者に寄り添いながら相談内容の整理し必要に応じて関係機関につなぐなど、子育ての不安や悩みの軽減を図っています。

○既存の地域子育て支援拠点とは異なるエリアに「拠点サテライト」を設置し、既存拠点と一体的に運営することで、区内の子育て支援の充実につながっています。

○本市の地域子育て支援拠点や親と子のつどいの広場などの一部では、施設の利用者だった子育ての当事者がボランティアやスタッフになるなど、当事者発の活動展開の例が見られます。これは自らの子育てを支えられた経験が自分も周囲の人を支えたいという意識の高まりや行動の変化を喚起したもので、

地域の子育て支援の一層の充実につながっています。また、地域子育て支援拠点では、利用者同士の自主的な活動のきっかけづくりや、支援者同士のネットワークの広がりにも寄与しています。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○保土ケ谷区に地域子育て支援拠点サテライトを設置するほか、施設外の居場所である「出張ひろば」を新たに１か所（計２か所）実施します。また、旭区の拠点サテライトに「横浜子育てパートナー」を配置（累計25か所）し、家庭の状況に応じ、適切な地域の施設や子ども・子育て支援事業の利用につなげます。

○認定こども園及び保育所地域子育て支援事業、幼稚園等はまっ子広場事業については、事業の周知を行い、地域子育て支援の必要性を丁寧に説明し理解を得ていくことで、新規設置を着実に進めます。

○親子の居場所事業従事者のための基礎研修や応用研修について、より実践に即した内容となるよう研修内容を充実させ、支援の質の向上を図ります。また、従事者の研修機会の確保のため代替職員を配置した場合に事業費の加算を行うなど、研修を受講しやすい環境を整えます。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度
進捗状況

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

2 6
地域子育て支援拠点におけ
る利用者支援事業

実施か所数 21か所 27か所 - 24か所 B 133,765千円 119,706千円 A

【実施事業者から】
・子どもの発達だけでなく、親自身の相談（貧困、夫婦関係な
ど）を受けることも多い。
・母親だけでなく、父親や祖父母からの相談も増えている。
・コロナ禍でオンラインを活用することで、相談対応を継続でき
た。
・利用者支援事業の相談から、横浜子育てサポートシステム
の利用につながるなど、地域子育て支援拠点事業の他の機
能とも連携してより充実した支援に努めている。
・「相談者自身が自己決定することを支える」という支援姿勢を
大切にしている。

推進 地域子育て支援課

3 6 親と子のつどいの広場事業 実施か所数 63か所 77か所 - 67か所 B 480,867千円 462,388千円 A

【利用者】
・新型コロナウイルスの感染対策で赤ちゃん学級が休会となり
月齢の近い親子と知り合う機会がなくなってしまったが、広場
に行くことで知り合うことができた。
・感染対策で広場の休止期間中も、相談機能は継続していた
ため、相談できて安心できた。
・感染対策がしっかりされているので、コロナ禍で外出が難し
い中、広場は安心して利用できる。
【事業者】
・事業休止期間も利用者から広場再開を希望する声が多く寄
せられた。
・再開時には、ガイドラインに沿った運営となるよう様々な工夫
をした。
・利用者の行動範囲内にある親子の居場所を積極的に紹介
し、地域との交流を促せている。

推進 地域子育て支援課

5 6 子育て支援者事業 会場数 181会場 185会場 - 177会場 B 71,212千円 63,647千円 B

【利用者から】
・地域の身近な場所にあるので、立ち寄りやすい。
・近隣の知り合いができた。
・同じ曜日の同じ場所で相談できてありがたい。
【実施者から】
・１人で会場運営をしているため、感染拡大防止に係る来所者対応
（検温や体調確認）を行うための動線等を工夫した。
・コロナ禍であるため、親子で外出できる先が限られる中、少しでも
いいので外に出たいという親子が安心して来所できる場所となって
いる。
・身近な相談場所・居場所であり、利用者にも継続的なかかわりを
持って支援が行えている。
・スタッフが利用者に丁寧に言葉かけをし、親同士のつながりづくり
を支援している。
・会場の利用者に、支援者会場以外の場所で会った際（買い物中
等）にも、言葉をかけるなど、様々な機会をとらえて利用者との信頼
関係の構築に努めている。

推進 地域子育て支援課

6 6
横浜市版子育て世代包括支
援センターによる支援の充実
（基本施策５の再掲）

- （実施） （推進） - (実施) B 55,610千円 47,638千円 B
　母子保健システムを改修し、妊産婦等の情報管理方法を改
善することで、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援を充実させている。

推進 地域子育て支援課

7 6
地域子育て支援スタッフの育
成

- （実施） （推進） -

市単独実施：４回
(参加人数：128人)

県等との共同実
施：25コース

(受講決定者数 569
人）

B 11,135千円 10,752千円 B

【参加者から】
・施設は違っても、利用者の事を考えて学び、実践しているこ
とを感じ、自身の向上心も高まった。
・色々な意見を聞き、言葉がけや対応、発想力を学ぶことがで
き、自施設でも取り入れたみた。
・具体的ですぐに実践できそうな事例を知ることができた、早
速実践してみたい。
・新型コロナウイルス感染が広がるなか、利用者への対応に
悩んでいたため、オンラインでも研修が受講できて他施設の
方と話ができ、参考になった。

推進 地域子育て支援課

4 6
保育所子育てひろば、幼稚
園はまっ子広場

実施か所数 68か所 93か所 B- 73か所 推進
保育・教育運営課
保育・教育支援課

・全24か所で実施。
・妊娠期から利用できるよう、母子手帳交付時の面接や母親教
室、こんにちは赤ちゃん訪問、母子訪問等やSNSの活用に加
え、産科医療機関や保育所、地域の関係者への周知を行うこ
とで、妊婦や母親だけでなくその他の家族からの相談も増えて
いる。
・地域の関係者・機関との連携についても、対面でのやり取り
が難しいなか、オンラインを活用し実施できた。

・令和４年３月に１か所開設し、市内67か所において実施。
・主にＮＰＯ法人などがマンションの一室や商店街の一角、民
家などを活用して、子育て中の親子の交流の場の提供、子育
てに関する相談、地域の子育てに関する情報提供などを実施
した。
・感染症対策をとりながら広場を運用できるよう、予約や入替え
制などをとりながら、 大限利用者を受け入れる工夫をして実
施した。
・オンライン会議やオンラインを活用した講座等の実施が定着
し、感染症対策や来所しづらい利用者に向けた支援を行うこと
ができた。

・保育所地域子育て支援事業については、市内38か所、・幼稚
園等はまっ子広場事業については、市内35か所において実
施。（1園事業廃止により、事業数減）
・子育て中の親子の交流の場の提供、子育てに関する相談、
地域の子育て情報の提供、子育てに関する講習等を実施し
た。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止により、一定期間施設判
断で事業休止可としたが、昨年度に比べ利用者数は微増し
た。（R2　4,064人/月→R3　 4,626人/月）
・新規選定については、新型コロナウイルスの影響により行わ
なかった。

292,394千円 261,047千円 A

【利用者】
・同年齢の子どもを持つ親同士で関わりが持てた。
・コロナ禍でも対策を取りながら施設開放をして頂き、家に閉じ
こもらずに済みとても有難い。
・子育てで不安なことや悩みを相談できた。
【事業者】
・感染症ガイドラインを基に、施設開放の受入を制限、分散し
て定期的に行った。
・子育て経験の受け渡しが乏しい中、利用者にとっては安心で
きる環境で親子ともリフレッシュできる場となっている。
・園庭解放や室内解放など、園に来ることにより、子育て世代
とつながることができ、育児の幅が広がる大切な情報交換の
場になっていると思われる。

・177会場において実施。
・解任者の補充のため、11人の委任及び新任研修を実施。
・会場の約７割が地区センターや地域ケアプラザで実施してい
るため、新型コロナウイルス感染症拡大防止やワクチン接種会
場となったことにより、施設が利用できず、実施できない会場が
あったが、利用できない期間は近隣の別施設等での実施に変
更し、事業継続ができるよう各区調整した。
・引き続き施設からの要請で利用人数が限られるなどの状況
があったが、従前より大きな施設に会場を変更したり、制限時
間を設け入替制とする等、より多くの親子が利用できるようにし
た。
・子育て支援関係の資源が少ないエリアに、1か所会場を開設
した。

　妊産婦等の実情や支援経過に関わる情報を一元的に管理で
きるように、母子保健システムを改修を行った。

・親子の居場所の従事者向け研修として、支援の質の向上を
図るため、経験年数や施設内での役割に応じた研修が受講で
きるよう体系化して実施した。
・支援の質を保つため、感染予防策を取りながらオンラインも
併用し研修を実施した。
・子育て支援の担い手の質の確保を図ることを目的に、神奈川
県、県下の政令・中核市と共同で地域子育て支援分野の各事
業に従事することを希望する方、既に従事されている方に対し
て、必要となる知識や技術等を修得するための研修を実施し
た。受講希望者の多いコースについては、定員調整を行いより
多くの希望者が受講できるよう県等と調整し、実施。R3年度も
引き続き、感染症対策として集合型の研修を減らすため、e
ラーニングを導入し、実施した。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度
進捗状況

R３年度の取組
R３年度予算額

（千円）
№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

8 6
子育て家庭応援事業（愛称
「ハマハグ」）

新規協賛店舗数 276件／年
1,500件
（５か年）

-
396件

（２か年）
（R３年度139件）

C 4,597千円 2,517千円 B

【利用者から】
・満足している点は、約９割が「お得な利用ができたこと」
・どこの店舗が実施しているかわかり易くなって欲しい。

【協賛店舗から】
・子育て支援、応援しているというアピールは、親が勇気づけ
られてとても良い。
・事業を知らない方が多いため、広報等により認知度を上げる
必要がある。

推進 地域子育て支援課

9 6 ☆
乳幼児一時預かり事業（基本
施策１の再掲）

延べ利用者数 88,124人／年 151,721人／年 115,851人／年 69,025人／年 B 432,252千円 394,462千円 A

【利用者から】
・社会復帰に迷いがあったが、安心して預けられる場所がある
ことで今後の準備期間となりよかった。
・ストレスなく育児ができているので、たくさんのママたちに知っ
てもらいたい。
・予約がとりづらい、預かり場所をもっと増やしてほしい。

【事業者から】
・安心してお子さんを預け、リフレッシュして、また子育てを頑
張ってもらえたらと思う。
・預け先がなく、病院にさえいくことのできなかった保護者がこ
の施設を知り、預けることでストレスが消えていく様子は、この
事業の効果であると思う。

推進 保育・教育運営課

☆610 地域子育て支援課推進

【会員から】
・事前打ち合わせで顔合わせすることにより安心して利用する
ことができた。
・仕事優先の日、家庭優先の日などスケジュールを組み立て
やすくなった。
・自分の子育てが落ち着いたら、提供会員として活動してみた
い。
・提供会員としての活動が生きがいとなっている。
【事業者から】
・単に預かりの条件（日時等）が合う会員同士をマッチングす
るのではなく、ご家庭の事情、預かる児童の発達特性等も踏
まえたコーディネートに努めている。
・預かりのコーディネートだけでなく「会員から預かりに関する
相談を受ける中で、預かり以外の子育て支援のニーズがある
場合は、必要に応じて支援を紹介する」ということも意識する
ようにしている。
・コロナ禍であっても活動してくださる地域の方がいることを心
強く思う。

B211,051千円67,149人／年74,898人／年59,401人／年延べ利用者数
横浜子育てサポートシステム
事業（基本施策１の再掲） B45,114人／年 218,905千円

・子どもを「預かってほしい人」と「預かる人」が会員として登録
し、条件の合う会員間の連絡・調整をサポートすることで、地域
における子育て支援を推進した。
・地域ケアプラザ等、地域子育て支援拠点以外において事業
紹介や入会説明会を行い、会員増加や事業周知につながるよ
う取り組んだ。
・新型コロナウイルス感染症流行下において、昨年度と同様に
引き続き活動自粛する会員はいるものの、感染対策をしながら
利用する会員が増えたため、利用者数が昨年度（36,896人）よ
り増加した。
・利用希望件数に対するコーディネート率は95％となっており、
ニーズにほぼ応えることができている。

・アプリの認知があがり、利用登録者数増加の促進ができた。
(増15,677人 内アプリ登録者12,704人)
・協賛店舗数は前年比219件の減となった。(増139件、減358
件)（R3年度は登録状況の確認を全登録店舗に対して実施し
た。その際に閉店等により削除すべき店舗が多く見つかったた
め減の件数が多くなった）
・地域子育て支援拠点と連携し、地域の店舗・施設への協賛の
働きかけに取り組んだ。(登録申請件数２区合計40件)

　令和３年度は29施設で事業を実施したが、新型コロナウイル
スの影響により、利用率は前年比2％増の45％に留まっている
ものの、前年度（56,423人）より増加している。

また、新たに新規事業者を選定し、令和4年4月に５施設（計
34施設）が開所することになった。

さらに、予約の取りづらさ等の解消を目的に、予約システム
の開発に取り組み、令和３年度末に稼働開始となった。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 7 460人／年
2,300人
（５か年）

-
565人（２か年）

（Ｒ３年度301人） C こども家庭課

2 7 4,971人／年 6,000人／年 - 4,685人／年 C こども家庭課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 7
ひとり親家庭等自立支援事
業

- （実施） （推進） -
①301人
②4,685人 C 282,868千円 204,128千円 B

ひとり親家庭からの幅広い相談に対応するため、就労に関す
る知識だけでなく、心理面のフォローも行いながら支援を行う
必要がある。
また、新型コロナウイルス感染症に伴う影響を踏まえ、ＳＮＳ
の更なる活用などにより相談や情報提供を実施する必要があ
る。

推進 こども家庭課

2 7
日常生活支援事業（ヘル
パー派遣）

-
利用者数：
母子296人、
父子86人

（推進） -

家庭生活支援員
（ヘルパー）派遣事
業：延べ利用者人
数160人

B 28,072千円 5,410千円 B

　利用者からは一時的な利用（原則として６か月以内の利用）
より、継続的な利用を希望する声が寄せられている。
　一方、実施事業者からは時間帯の希望に合うヘルパーの派
遣が十分に行えない状況にあるとの意見が挙がっている。ま
た、新型コロナウイルスへの感染防止のための外出抑制が、
ヘルパー利用の機会減少につながっていることも考えられる。

推進 こども家庭課

3 7 保育所への優先入所 - （実施） （推進） - （実施） B - - B 　市民からの提案等でも取組の必要性を認められている。 推進 保育・教育認定課

№
施
策 指標

支援により就労に至ったひとり親の数

ひとり親家庭等自立支援事業の利用者数

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策７】ひとり親家庭の⾃⽴⽀援／配偶者等からの暴⼒（ＤＶ）への対応と未然防⽌

＜指標＞

R３年度実績
（R４年３月末時点）

R３年度
進捗状況

所管課

＜主な事業・取組＞

R３年度
進捗状況

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

①ジョブスポットとの連携の推進により、301人の就労につなが
り。前年度（264人）より増えた。
②令和３年度は、養育費確保支援事業を新たに開始し、公正
証書等により養育費の取決めを行った場合や養育費保証会社
と契約を締結した場合に、かかった費用の一部について補助
金を支給した。
また、ひとり親サポートよこはまにおいて、就労支援や法律相
談などの総合的な支援を行ったほか、資格や技術を取得する
ための給付金事業等を実施し、事業の利用者数は4,685人と
なった。

　一時的な家事、育児支援等が必要なひとり親の方を対象に
家庭生活支援員（ヘルパー）を派遣した。また、未就学児が家
庭がいる家庭には就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場
合には、定期的な利用を可能としている。

未就学児のいるひとり親家庭の親が、安心して就労・求職活動
等が行えるよう、保育所入所時の優先度を上げる取組を実施。

■これまでの主な取組
○ひとり親家庭の総合的な窓口「ひとり親サポートよこはま」において、情報提供やひとり親家庭同士の交流、講習会、就労相談、弁護士等による専門相談、養育費セミナーなどを、関係機関と連携して実施し、自立を支援しました。また、就労相談において、心理カウンセラー資格を持つ就労支援員への配置加

算を通じて、相談支援体制の充実を図りました。

○ひとり親養育費確保支援モデル事業を開始し、調停申立や公正証書の作成等及び養育費保証契約にかかる費用を補助する事業を実施するなど、ひとり親家庭に対する就業や子育て・生活の支援など、総合的な自立支援を進めました。

○ひとり親家庭に対する高等職業訓練促進給付金について、デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講の促進のため、資格取得に必要な訓練期間を１年以上から６か月以上に緩和し、支給対象を拡充しました。

○多様化する被害者のニーズや背景に対応するため、民間支援団体と協働し、一時保護施設等退所後の生活の安定を図るための支援を行う「退所後支援事業」や、一時保護には至らないものの支援が必要な場合に、一時的な居場所の提供と相談支援を行う「女性のための一時宿泊型相談支援事業」等を

本格実施しました。

○ＤＶ相談支援センターにより相談・支援を行いました。また、リーフレットやＳＮＳを活用して相談窓口に関する情報発信を行い、相談や公的支援に適切につながるよう、広報・啓発活動を行いました。

■取組による成果
○ひとり親家庭への就労支援により、301人の就労につながり、また日常生活支援事業や給付金事業等を含むひとり親家庭等自立支援事業全体の利用者数は、4,685人でした。

○DV被害者等の相談体制の確保や相談窓口の周知、DVに対する正しい理解・普及啓発を行うことで、被害者の支援を行うとともに、DVについて市民に広く周知できました。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○親子ともに大きな生活の変化を迎える、中学に進学した子を養育するひとり親家庭に対し、学習の不安や教育費の確保等の悩みに対応するため、思春期・接続期支援事業を実施し、子への学習支援と親への相談支援を拡充します（令和４年度は、利用者の定員を50名から80名に増員）。

○横浜市DV相談支援センターや関係機関との連携によるDV被害者支援、外国籍の女性・子どもへの対応、加害者対応に取り組むとともに、児童相談所や区役所等が行う児童虐待対応との更なる連携強化を図ります。

○引き続き、ＤＶからの避難等、緊急の保護を要する母子を一時的に施設に保護し、相談・支援等を行います。また、養育に課題のある妊婦に対し、妊娠・出産・育児に関する支援を行う「妊娠期支援事業」を実施し、母子の生活の安定を図ります。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

4 7 母子生活支援施設 - （実施） （推進） - 月平均108世帯 B 703,714千円 663,180千円 B

外国籍や市外からの入所受け入れ等、区や関係自治体との
情報共有や、支援における連絡体制が不可欠。
携帯電話の所持や外出等、施設生活における制限の必要性
について、利用者の理解を得る必要がある。

推進
こどもの権利擁護
課

6 7
母子・父子家庭自立支援給
付金事業

-

自立支援教育訓練
給付金事業支給人
数：68人
高等職業訓練促進
給付金事業・高等職
業訓練促進資金貸
付事業支給人数：
106人
高等学校卒業程度
認定試験合格支援
事業支給人数：２人

（推進） -

自立支援教育訓練
給付金支給者数：
55人
高等職業訓練促進
給付金：145人
高等学校卒業程度
認定試験合格支援
事業支給人数：５
人

B 133，710千円 111,783千円 B
　ハローワークで行っている類似の給付金制度があり、申請
時に併給利用の可否確認など、手続きが複雑になっているた
め、わかりやすい手続き方法が求められている。

推進 こども家庭課

7 7 児童扶養手当 -
受給者数：18,708
人（平成31（2019）
年３月末）

（推進） -
受給者数：16,995
人 B 9,338,523千円 8,963,787千円 B 児童扶養手当はひとり親等が経済的基盤を築く為の重要な手

当である。
推進 こども家庭課

8 7
ひとり親家庭等医療費助成
事業

-
対象者数：41,211
人

（推進） -
対象者数：35,270
人 B 1,649,198千円 1,611,060千円 B ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進に

寄与している。
推進

健康福祉局医療援
助課

9 7 母子父子寡婦福祉資金貸付 -

母子父子福祉資金
貸付人数：487人、
寡婦福祉資金貸付
人数：16人

（推進） - 貸付件数：296件 B 342,749千円 155,313千円 B

　元々資力が十分でない世帯が貸し付け対象となるため、返
済に困難さを感じる世帯が多い。高等学校等就学支援金制度
や給付型奨学金が拡充されてきているため、申込時に他の制
度が利用できるかどうかの確認、及び無理なく返済を進めら
れるような制度利用を働きかけていく必要がある。

推進 こども家庭課

10 7
寄り添い型生活支援事業（基
本施策３再掲）

実施か所数 12か所 23か所 - 20か所 A 230,528千円 222,035千円 A

　事業者アンケートにおいて、利用者のうち約９割の児童に改
善が見られている。
　また、寄り添い型生活支援事業実施事業者からは、利用し
ている子どもたちについて、手洗い・うがいや食卓の準備・後
片付けなどの基本的な生活習慣が身についた、他の利用者
やスタッフに対して挨拶ができるようになったなどの効果が見
られているという声が聞かれた。その一方で、対象児童が遠
方に居住していたり、保護者からの理解を得られず通えないと
いう課題も挙げられた。
　子どもたちからは、「今まで家であまりやらなかった料理をす
るようになった」、「自分はもっと頑張って、将来はきちんと仕事
をしたい」、「ここ（生活支援事業）にずっと参加したい」など、
様々な声が聞かれている。

推進 青少年育成課

11 7
寄り添い型学習支援事業（基
本施策３再掲）

- 受入枠：950人 （推進） - 受入枠：1,200人 B 270,142千円 196,642千円 A

寄り添い型学習支援事業実施事業者からは、「前向きに変化
していく子どもたちの姿が見られ、やりがいを感じている」等の
声が聞かれた。
　子どもたちからは、「将来の夢が細かく決まってきた」、「家で
は言えない悩みも言えるようになった」、「家でも勉強するよう
になった」等の声が聞かれた。また、高校進学の意識が高ま
り、目標に向かって勉強に取り組む中学生が多く見られた。

推進
健康福祉局生活支
援課

＜市営住宅申込時の優遇＞
・入居者募集にあたり、母子・父子世帯620件、ＤＶ被害者世帯
7件、子育て世帯175件に対して、当選率を一般組の3倍とする
倍率優遇を実施した。
・入居者資格の審査にあたり、中学校卒業までの子がいる世
帯について、収入基準の緩和を行った。
＜民間住宅あんしん入居事業＞
　「民間住宅あんしん入居事業」は令和２年度末で終了しまし
た。
＜住宅セーフティネット事業＞
・セーフティネット専用住宅の中で一定の要件を満たす住宅に
ついて、家賃補助及び家賃債務保証料の補助を行った。
・これまで、補助を行うことができなかった、既に入居者がいる
住宅についても家賃補助等が行えるよう、制度改正を行った。
・横浜市居住支援協議会相談窓口において、子育て世帯・ひと
り親世帯からの相談対応を行った。

B 建築局市営住宅課
建築局住宅政策課

＜市営住宅申込時の優遇＞
　住宅政策審議会において、市営住宅については、入居者募
集時の選考倍率の優遇や、子育てしやすい環境の住宅を子
育て世帯専用に提供するなど、住宅に困窮する子育て世帯へ
のより一層の入居支援が求められている。
　入居者募集に関する具体的な内容については、年に2回実
施されている入居者選考審議会に諮問し、現在の取組みを、
今後も引き続き実施していくこととしている。
＜住宅セーフティネット事業＞
　・セーフティネット住宅の登録戸数は増加したものの、特に経
済的な支援が必要な低所得者を対象とした、家賃補助付き
セーフティネット住宅の供給促進を図る必要がある。
　・居住支援協議会相談窓口だけでは解決が困難な相談につ
いては、福祉団体等と連携しながら対応する必要がある。

B

＜市営住宅申込時
の優遇＞

-
＜民間住宅あんし

ん入居＞
0千円

＜住宅セーフティ
ネット事業＞

31,865千円

＜市営住宅申込時
の優遇＞

-
＜民間住宅あんし

ん入居＞
0千円

＜住宅セーフティ
ネット事業＞
291,761千円

＜市営住宅申込時
の優遇＞
申込件数：802件
＜民間住宅あんし
ん入居事業＞
令和２年度末で終
了したため、実績な
し
＜住宅セーフティ
ネット事業＞
登録住宅戸数（子
育て者対象）（累
計）：8854戸
居住支援協議会相
談窓口対応件数
（子育て・ひとり
親）：108件

推進-

＜市営住宅申込時
の優遇＞申込件数：
1,338件
＜民間住宅あんしん
入居＞相談件数：
276件、成約件数：19
件
＜住宅セーフティネッ
ト事業＞登録住宅戸
数（子育て者対象）
（累計）：52戸

（推進）

18歳未満の子どもを養育している母子世帯が、様々な事情か
ら支援を必要としている場合に、安心して自立に向けた生活を
営める母子生活支援施設を運営した。

　ひとり親家庭に対する自立支援給付金及び高等職業訓練促
進給付金、高卒認定試験合格支援給付金の手続きを実施し
た。
　令和３年度は、高等職業訓練促進給付金の支給対象の拡充
（情報処理業務等にかかる訓練については、訓練期間が「１年
以上」から「６か月以上」）を行った。
　また、高等職業訓練促進貸付金の枠組みを活用した、住宅
支援資金の貸付を開始した。

ひとり親家庭等の方に児童扶養手当の支給を実施した。

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を
図ることを目的として、医療を受けた際に要する費用（保険診
療の一部負担金）の援助を実施。

　母子・父子・寡婦世帯に修学資金等の福祉資金の貸付を実
施した。

　保護者の疾病や生活困窮状態にある家庭など、養育環境に
課題があり支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等を対象
に、18区20か所で寄り添い型生活支援事業を実施した（令和３
年度拡充か所数：３か所）。
　手洗い・うがいや歯磨き、食事の準備・後片付け等の基本的
な生活習慣や、学校の勉強の復習・宿題等の学習習慣を身に
付けるための支援を行った。
　また、家庭的な雰囲気の中で保護者以外の大人と過ごすこと
で、それまで落ち着きのなかった子どもがスタッフの話を聞ける
ようになる、スタッフに悩みを相談できるようになる等の変化が
見られた。
　コロナ禍においても、感染拡大防止策を取りながら開所し、子
どもへの支援を継続した。

　寄り添い型学習支援事業では、学習活動等の支援を行い、
生活改善や高校進学を促進するほか、進学後のフォローを行
うことにより、安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取
り組みを進めた。また、高校中退防止の取り組みとして、中学
校時代に築いた信頼関係などを活かし、居場所や学び直しの
場の提供や面談を通した状況確認等各区の実情に応じた取り
組みを行った。
　また、高校中退者等も含む概ね15歳から18歳の高校生世代
に対し、将来の選択肢の幅を広げる目的で、社会生活に関す
る様々な情報提供及び講座開催等の支援を行う「高校生世代
支援事業」を全区で実施した。

5 7 住宅確保の支援 -
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度予算額
（千円）

R３年度の取組№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度

進捗状況
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

12 7
民間活力による支援（ひとり
親の自立支援に関する連携
協定）

-
協定締結団体数
（累計）：2団体

（推進） - （実施） B － - B

思春期・接続期支援事業では、相談の中で将来の子の教育
費や自身の働き方のことなどを考えるきっかけとなったという
意見があり、事業目的に即した効果的な支援を行うことができ
ており、ニーズの高まりが令和４年度の事業対象者拡大につ
ながっている。
離婚相談では、専門の相談員と話ができたことで、不安や悩
みの解消につながったという意見が多数あり、民間団体の専
門性を活かした支援を実施することができている。

推進 こども家庭課

13 7 女性相談保護事業 - （実施） （推進） - （実施） B 132,840千円 132,265千円 B 　相談者の多様なニーズに対応するため、支援策について更
なる検討を進める必要がある。

推進
こどもの権利擁護
課

15 7 若者向けデートＤＶ予防啓発 -

啓発講座実施回
数・延べ受講人数
（年）：30回・4,302
人

（推進） -

啓発講座実施回
数・延べ受講人数
（年）：17回・2,050
人

B 978千円 833千円 B

・受講した生徒の満足度が平均で90％を超えており、効果の
高い事業を実施できた。
・アンケートからは「DVとデートDVの違いを初めて知ることが
できた」「暴力をしている側もされている側も気づきにくいという
ことを今回の講座で改めて認識できた」等、予防啓発の観点
できちんと生徒側に伝わっていることが確認できる記述も多
かった。

推進
政策局男女共同参
画推進課

16 7
女性緊急一時保護施設補助
事業

-
補助団体数：４団

体
（推進） - ４団体 B 35,067千円 33,005千円 B 　補助団体との意見交換を行い、課題や必要な経費等の検討

を行っている。
推進

こどもの権利擁護
課

17 7 ☆
母子生活支援施設緊急一時
保護事業

延べ利用世帯数 75世帯／年 92世帯／年 92世帯／年 46世帯／年 B 62,588千円 54,293千円 B

　利用世帯数は減少したが、DV等の緊急的な保護に加え、支
援者のいない妊婦の受け入れを行うことで、母子生活支援施
設の新たな役割として周産期からの虐待予防の支援が効果
的に展開できた。

推進
こどもの権利擁護
課

ＤＶ被害者支援 ＤＶに関する相談件数714

　区福祉保健センターにおいて、女性の抱える様々な問題に対
しての相談や緊急的な一時保護を含めた自立支援を行った。
加えて、相談支援の円滑化を図るために研修等を行い、相談
員の人材育成に取り組んだ。
　また、一時保護をためらう相談者に対する安全確保や、自立
支援のための取組を民間団体と連携し実施した。

ひとり親家庭思春期・接続期支援事業において、ひとり親家庭
の親に対する相談支援を一般社団法人日本シングルマザー支
援協会に委託して実施した。
また、ひとり親サポートよこはまにおける離婚相談をしんぐるま
ざあず・ふぉーらむが担当して行っている。

・市内中学、高校13校に対して、デートＤＶ防止講座を実施し
た。（年間計17回、延べ参加者数2,050人）
・新型コロナウイルスの影響により、例年より実施校が減少し
ているが、前年度（1,516人）より増えた。

　女性福祉相談事業において、DV被害者の避難や居所を失っ
た女性と同伴児に対し、緊急時に保護できるよう、受け入れ先
の安定的な確保を行うとともに、一時保護後の自立に向けた支
援を行うため、ＤV被害者等支援を行う民間団体に補助金を支
出した。
　また、新たな課題である一時保護をためらう相談者に対する
安全確保や、自立支援のための取組を行う民間団体へ補助金
を支出した。

　母子の緊急一時保護対応に迅速に対応し、安全を確保した
支援を実施した。
　本事業の枠組みで実施している妊娠期支援事業については
特定妊婦の安全な出産・育児ができるよう支援を実施した。

《こどもの権利擁護課》
こども青少年局を統括・調整部署とし、区福祉保健センター、男
女共同参画センターの３者が一体的に「横浜市ＤＶ相談支援セ
ンター」の機能を果たし、ＤＶ被害者への相談・支援を行った。
また、相談員や職員へのスーパーバイズを行い、人材育成に
取り組んだ。
《政策局男女共同参画推進課》
・SNSでDV相談支援センターの周知を行った。
・各区役所や医療機関等でリーフレットを配布し、DVについて
の啓発と電話相談窓口の周知を行った。
・11月12日～25日の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に
18区でのリボン配布などのキャンペーンを実施した。あわせて
開港記念会館等にてパープルライトアップを行った。
・デートＤＶ防止の啓発と相談窓口の周知を目的に、SNSで広
告を配信した。

-5,300件／年4,842件／年 B4,456件／年

こどもの権利擁護
課
政策局男女共同参
画推進課

《こどもの権利擁護
課》
－

《政策局男女共同
参画推進課》

770千円
(DV広報と成人式

広告の合計)

《こどもの権利擁護
課》
－

《政策局男女共同
参画推進課》

440千円

B

啓発と相談窓口の周知により、相談につながっていると考えら
れる。
相談窓口の更なる周知を続けるとともに、関係機関との情報
連携、相談員や職員のスキルアップ等を推進していく必要が
ある。

推進
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 8 ０人
０人

【毎年度】
- ４人／年 D こどもの権利擁護

課

2 8 32人／年
170人

（５か年）
-

57人（２か年）
（R３年度29人） B こどもの権利擁護

課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 8 ☆
区の要保護児童対策地域協
議会の機能強化

個別ケース検討会議 1,737件／年 2,067件／年 1,905件／年 1,681件／年 B 43,158千円 58,325千円 B

　啓発の効果もあり、一般市民の児童虐待予防への理解も深
まり、虐待対応件数も年々増加している。区が会議や研修を
実施し、要対協の調整機関としての役割を担っていることが関
係機関に浸透し、関係機関との連携の充実が更に図られてい
る。

推進
こどもの権利擁護
課

2 8 医療機関との連携強化 - （実施） （推進） - （実施） B 200千円 0千円 B
　横浜市児童虐待防止医療ネットワークや横浜市SOS連絡
会、各区児童虐待防止連絡会等の実施により、医療機関との
連携が推進されている。

推進
こどもの権利擁護
課

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価案

【基本施策８】 児童虐待防⽌対策と社会的養護体制の充実

所管課№
施
策 指標

R３年度の取組

＜指標＞

R３年度実績
（R４年３月末時点）

R３年度
進捗状況

虐待死の根絶

里親等への新規委託児童数

R３年度
進捗状況

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

・こども家庭総合支援拠点の設置が開始され（R3は10区）、各
区こども家庭支援課の児童虐待等に対応する体制を強化し、
児童虐待に関する通告や相談に対して、より迅速な対応を行っ
ています。
・各区の要保護児童対策地域協議会の活動の推進により、実
務者会議やエリア別会議、関係機関訪問など、多様な開催方
法で実施し、地域で見守るネットワークづくりが強化されていま
す。
・平成28年度に市立学校と要保護、要支援児童の情報共有の
事務取扱を定めてから要保護児童の支援のための連携を更
に図ることができています。

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）

①横浜市児童虐待防止医療ネットワークの構築に向けた取
組：市内中核医療機関等の院内虐待防止委員会の標準化を
図るため、症例検討等を実施しました（標準化部会２回/年、情
報交換会１回/年、CDR勉強会１回/年）。
②横浜市子育てSOS連絡会（要対協代表者会議）（２回/年）や
各区児童虐待防止連絡会（要対協実務者会議）に医療従事者
（医師会、歯科医師会）が出席しました（18区年１～２回）。
③医療機関と行政との連絡会を実施しました。
④児童相談所が、横浜市内医療機関の小児科、産婦人科医
師等を対象に、性的虐待被害児診察トレーニング研修を実施
しました。（１回/年）

■これまでの主な取組
○児童虐待相談対応件数は年間11,480件と昨年度より若干減少したものの、5年間で倍近い数字になっています。そのような中、発生時の迅速・的確な対応、重篤化の防止に向けた取組を行うとともに、区役所と児童相談所の機能強化や地域における関係機関との連携強化を図りました。また、養育支援家庭訪

問員による、在宅支援における訪問相談・安全確認等を充実させました。

○神奈川県などと合同で「かながわ子ども家庭１１０番相談LINE」を運営するなど、児童虐待の未然防止、早期発見・対応に取り組みました。

○子育てにおいて支援が必要な家庭に対し、相談支援や短期預かり等を一体的に行う横浜型児童家庭支援センターによる地域における支援の充実を進めました。

○里親制度の広報啓発に向けた説明会の開催や、SNSを活用した広報動画を作成するなど里親の確保に取り組みました。また、里親対応専門員の増員や里親支援機関への相談員の複数配置等により相談支援体制を充実させ、里親家庭で暮らす子どもたちが安定した生活を送ることができるよう支援を拡充し

ました。

○児童養護施設等を退所し、自立生活を目指す児童に対して、共同生活の中で就労支援等を行い、自立と生活の安定に向けた援助を行う自立援助ホームを運営するとともに、心理担当職員を配置し、心理面からの自立支援を行うための補助を実施しました。

○「こども家庭総合支援拠点」機能について、先行で10区のこども家庭支援課に専門職の配置や必要な設備の整備を行い、要保護児童等への支援や子どもや家庭からの相談への対応を充実させました。また、拠点運営の区の状況を踏まえて、ガイドラインの改定を行うとともにマニュアルの整備を行いました。

■取組による成果
○区役所と児童相談所の体制強化などにより、個別ケース検討会議の開催件数が1,681件となるなど地域における関係機関の連携強化が図られ、虐待の早期発見・支援の充実につながりました。

○養育家庭訪問員及び養育支援ヘルパーの派遣により、家庭の負担を軽減するとともに、虐待等のリスクをいち早く察知し、対処することができました。

○より家庭的な環境の中で生活を送れるよう、29人(57人/2か年）の児童を里親等へ新規委託しました。

○児童養護施設等を退所後、経済的事情で支援を必要とする児童に対し、資格取得のための費用や進学の際の初年度納入金及び家賃を支給することで、安定した生活が送れるよう支援しました。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○「こども家庭総合支援拠点」機能の全区での運営に向けて、残り８区のこども家庭支援課に整備を進めます。

○児童相談所では、新たに外部弁護士に一時保護所に定期的な訪問を依頼し、児童の意見表明の機会の確保を図るとともに、児童の権利擁護の視点から助言を得ます。また、児童虐待対応相談件数の増加等へ対応するため、鶴見区で新たな児童相談所の整備に着手するとともに、開所までの間、初動対応

の強化を図るため、東部方面に中央児童相談所のサテライト拠点を新設します。

○引き続き、里親制度の推進や施設等を退所する子どもへの支援を進め、家庭で養育が困難な児童が必要な支援を受けながら、安定した生活が送れるよう社会的養護の充実に取り組みます。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆
R３年度の取組

R３年度
進捗状況

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）
R３年度決算額

（千円）
有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

R３年度予算額
（千円）

3 8 未就園児等の把握 - （実施） （推進） - （実施） B 23,637千円 21,327千円 B 　対象児童の安全確認を確実に行うことで、支援を必要として
いる子どもの把握と早期支援が行われている。

推進
こどもの権利擁護
課

4 8
「子ども家庭総合支援拠点」
機能の検討

- （実施） （推進） - （実施） B 376,531千円 360,247千円 B

先行で拠点の運営を開始した10区については、専門職の配置
や必要な設備の整備を行った。これにより、児童虐待に関す
る通告、相談に迅速に対応する体制が構築された。また、継
続的な支援が必要な子どもや家庭に対しては、これまで以上
に専門的に検討したうえできめ細かく支援を行っている。さら
に、令和４年度に運営開始を予定している８区についても、同
様に拠点機能整備に向けた準備を行う必要がある。

推進 こども家庭課

5 8 児童虐待防止の広報・啓発 - （実施） （推進） - （実施） B 2,042千円 6,681千円 B

　LINE相談の広報カードの配布等の広報により、こどもからの
相談が増加している。
体罰禁止に関する広報啓発を広く行い、周知の機会となっ
た。

推進
こどもの権利擁護
課

6 8
児童相談所の相談・支援策
の充実と人材育成

- （実施） （推進） - （実施） A - - A 　急増する児童虐待への通告に対し、関係機関と連携し、早
期介入・早期支援に努めている。

推進 中央児童相談所

7 8 ☆ 養育支援家庭訪問事業
①家庭訪問延べ回数
②ヘルパー派遣延べ回数

①3,112回／年
②6,873回／年

①4,968回／年
②11,016回／年

①4,040回／年
②8,946回／年

①3,848回／年
②7,849回／年 B 101,902千円 96,856千円 B

　本事業実施により、養育者とこどもの生活面、養育面での負
担軽減を図ることで、親子関係不調や児童虐待等のリスクを
回避することができており、虐待の予防・再発防止の効果を発
揮できている。

推進 中央児童相談所

8 8 ☆ 子育て短期支援事業

①ショートステイの延べ利用
者数
②トワイライトステイの延べ
利用者数

①715回／年
②4,973回／年

①889回／年
②7,809回／年

①802回／年
②6,390回／年

①569回／年
②4,909回／年 C 115,918千円 106,072千円 B 　地域の中での見守り、養育ができることで、保護者のレスパ

イトケアとして有効性が高い。
推進

こどもの権利擁護
課

9 8 ☆
母子生活支援施設緊急一時
保護事業（基本施策７の再
掲）

延べ利用世帯数 75世帯／年 92世帯／年 92世帯／年 46世帯／年 B 62,588千円 54,293千円 B

　利用世帯数は減少したが、DV等の緊急的な保護に加え、支
援者のいない妊婦の受け入れを行うことで、母子生活支援施
設の新たな役割として周産期からの虐待予防の支援が効果
的に展開できた。

推進
こどもの権利擁護
課

10 8
一貫した社会的養護体制の
充実

①横浜型児童家庭支援セン
ターの設置数
②施設等退所後児童の支援
拠点数
③退所後児童に対する継続
支援計画の作成件数

①12か所
②１か所
③８件／年

①18か所
　【令和２年度】
②２か所
③50件／年

-
①17か所
②１か所
③24件／年

B 381,073千円 388,201千円 B

　横浜型児童家庭支援センターについては、地域の身近な相
談支援機関として、有効性が高いため、引き続き、18区展開を
進める必要がある。
退所後児童の身近な居場所として「よこはまPortFor」の存在
は大きい。支援拠点を増やす場合は、支援の用途を分けて設
置することも考えられる。

推進
こどもの権利擁護
課

11 8 里親等委託の推進
里親の制度説明会の実施回
数

６回／年 30回（５か年） -
９回（２か年）

（R３年度４回） B 20,988千円 17,730千円 B 　里親制度への理解や里親経験者による体験談など参加者
から好評で、里親申請に繋がる取組として有効である。

推進
こどもの権利擁護
課

12 8 区役所における人材育成 調整担当者研修受講者数 19人（累計） 54人（累計） - 67人（累計） A 950千円 804千円 B 　令和３年度は、受講者は30名で、全項目を受講し修了証の
交付を受けた調整担当は27名であった。

推進
こどもの権利擁護
課

　児童虐待等の問題を抱える家庭に対して、養育支援家庭訪
問員および養育支援へルパーを派遣し、児童、保護者の相談・
支援を通して、安定した生活状況の確保、児童の安全確認、児
童虐待の発生・再発の防止を図っている。
　具体的には、家庭訪問による生活状況の把握、養育面、生
活面での助言指導、ヘルパー派遣による家事援助、児の保育
園送迎等の業務を担っており、家庭の負担を軽減するととも
に、虐待等のリスクをいち早く察知し、対処するモニタリングの
効果も上げている。
　なお、家庭訪問延べ回数（前年度：3,621回）、ヘルパー派遣
延べ回数（前年度：7,626回）は、ともに前年度より増加してい
る。

厚生労働省からの通知を受けて、未就園児等の把握に向けた
取組を進めています。未確認の児童については、出入国の状
況調査や頻回な家庭訪問などにより、安全確認を行っていま
す。

　「こども家庭総合支援拠点」（以下「拠点」という。）機能につい
て、元年度、２年度の２か年で実施した関係区局による検討プ
ロジェクトでの方針を踏まえ、区こども家庭支援課に専門職の
配置や必要な設備の整備を行い、令和３年10月から先行とし
て10区で拠点機能の運営を開始した。また、先行で運営を開始
した区の状況を踏まえて、ガイドラインの改訂を行うとともに、
マニュアルの整備を行った。

・令和2年7月より運用している「かながわ子ども家庭110番相談
LINE」の広報カードを市立小・中・高校で戸数配布し、子ども本
人や養育者からの相談を促しました。
・令和３年10月に「横浜市子供を虐待から守る条例」を改正し、
体罰等の禁止を明文化したことに伴い、民生委員児童委員協
議会や横浜市PTA連絡会で周知を行うとともに、11月の児童
虐待防止推進月間では、市営地下鉄・市営バスへの広告掲出
様々な媒体を活用し、広報・啓発を行い、体罰等によらない子
育ての推進を行いました。

　増加が続く児童虐待通告に適切に対応できるよう、職員体制
の強化及び人材育成の推進に取り組んだ。また、関係機関と
のネットワーク会議や警察との協定に基づく情報共有、検察や
裁判所との連絡会の主催などにより、連携を推進した。

　児童を養育する家庭において、保護者の疾病等の理由によ
り、一時的に児童を養育することが難しくなった場合に、児童家
庭支援センター等で預かりを行った。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、複数家庭の児
童が同時に利用できない等の制限を行ったため、実績減となっ
た。

　母子の緊急一時保護対応に迅速に対応し、安全を確保した
支援を実施した。
　本事業の枠組みで実施している妊娠期支援事業については
特定妊婦の安全な出産・育児ができるよう支援を実施した。

横浜型児童家庭支援センターについては、令和２年４月現在
17か所であるが、令和３年度中に残る１箇所の整備を進めた
結果、令和４年５月に18箇所目の児家センが開所します。
退所後児童の支援については、支援拠点として、退所者等が
気軽に集える居場所「よこはまPortFor」を運営し、就労や進
学、生活全般の様々な相談やメールマガジン等での情報発信
及び支援を行った。また、退所後児童に対する継続支援計画
を24件作成した。

まん延防止等重点措置中に予定していた回を開催中止とした
が、以降は感染対策の徹底や参加者数を制限して実施した。

平成29年度から児童福祉法において、要保護児童対策調整機
関調整担当者研修が義務付けられ、本市ではこども青少年局
こども家庭課児童虐待・DV対策担当が要保護児童対策調整
機関として位置付けている各区のこども家庭支援課虐待対応
調整チームの調整担当者向けに研修を実施している。令和３
年は4月から９月に計7日間14項目の講義・演習を実施した。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 9 139事業所／年
1,170事業所

（５か年）
-

404事業所（２か年）
（R３年度205事業所） B 政策局男女共同参

画推進課

2 9
7.2%

【平成29年度】
13% - 15.7% A 政策局男女共同参

画推進課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 9
企業等の認定制度「よこはま
グッドバランス賞」

- （実施） （推進） - 205社 B 6,651千円 4,239千円 A

【政策局男女共同参画推進課】
　平成19年度の事業開始以降、認定企業は年々増加し、令和
３年度は205社となっている。
　認定企業の増加は、すなわち、働きやすい職場環境づくりに
取り組んでいる企業が増加しているといことであるため、誰も
が働きやすい職場環境づくりの推進に寄与していると考える。
　認定企業からは、社員のモチベーションアップによる生産性
の向上や、採用への応募者増につながったといった意見もい
ただいている。

推進
政策局男女共同参
画推進課

A

【経済局中小企業振興課】
職場環境向上支援助成金の申請企業からは、「今回の感染
症対策を機会として捉え、今後も職場環境の向上に努めた
い」、「国など他の制度よりも分かりやすく、使いやすかった」な
どの意見をいただきました。

【経済局雇用労働課】
セミナー視聴者からは、「セミナー内容はコンパクトにまとまっ
て分かりやすい」と意見があった。他に、横浜市の事例につい
ての紹介があった方が良いことや介護についてもっと詳しい説
明がほしいといった感想があった。
また、視聴した企業の一部から社内での情報共有に活用した
いとの声もいただき、労働環境における制度改正について、一
定の普及啓発を行えたと考える。

推進
経済局中小企業振
興課、
経済局雇用労働課

【経済局中小企業
振興課】

27,389千円
【経済局雇用労働

課】
-

【経済局中小企業
振興課】

20,317千円
【経済局雇用労働

課】
-

2 9
多様で柔軟な働き方等の取
組を行う企業に対する支援

-
支援した

企業数：96社

【経済局中小企業
振興課】
職場環境向上支援
助成金　81社

【経済局雇用労働
課】
オンラインセミナー
51社

B

【経済局中小企業振興課】
市内中小企業に対して、人材確保・定着を目的とした「職場環
境向上支援助成金」において、テレワーク導入に係る経費の一
部を助成しました。

【経済局雇用労働課】
働き方改革に関するオンラインセミナーを実施。
（配信期間：1/17～3/25、申込締切：3/18）
市内企業に向け、「育児・介護休業法」「ハラスメント規制法」改
正の内容と対策方法について、改正の内容と対策方法につい
て市内中小企業、事業所を対象にオンラインで配信した。

（推進） -

　27社を新規認定し、認定企業数は過去最多の205社となっ
た。また、認定企業の採用活動支援として、認定企業と横浜で
働きたい女性とのマッチングイベントをオンラインで開催した。
　これらの取組を通じて、誰もが働きやすい職場環境づくりを推
進した。
【参考】
募集期間：令和３年６月23日～８月31日
認定・表彰式：緊急事態宣言により中止
令和３年度認定企業認定期間：2022年１月～2023年12月
H27実績55社→H28実績59社→H29実績99社→H30実績139社
→R元実績178社→R２実績199社→R3実績205社

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）
R３年度

進捗状況
R３年度の取組№ 施

策
確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価案

【基本施策９】ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進

№ 施
策 指標

よこはまグッドバランス賞認定事業所数

市内事業所における男性の育児休業取得率

所管課

＜指標＞

R３年度
進捗状況

R３年度実績
（R４年３月末時点）

■これまでの主な取組

○誰もが働きやすい職場づくりに積極的に取り組む市内中小企業を「よこはまグッドバランス賞」として認定しました。また、認定企業の採用活動支援として、横浜で働きたい女性と採用活動に意欲のある認定企業との接点創出のためのオンラインイベントを開催しました。

○父親育児の機運を高め、父親同士の仲間づくりを支援するため、地域ケアプラザ等の身近な施設において開催する父親育児支援講座を開催しました。また、ウェブサイトでの情報発信など、ワーク・ライフ・バランスや育児支援のための普及啓発に取り組みました。

○子どもを大切にする社会的な機運を醸成するため、子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」）について、地域子育て支援拠点と連携し、地域において子育て支援に協力的な店舗・施設に新規登録の働きかけを行いました。

■取組による成果

○「よこはまグッドバランス賞」として、過去最多の205社（令和３年度新規認定27社）を認定し、誰もが働きやすい職場づくりを推進しました。

○父親育児支援講座の参加者数は1,105人となり、父親育児の機運醸成を行うことができました。

○ハマハグの協賛店舗に139件の新規登録があり、地域社会全体で子育てをあたたかく見守り、安心して楽しく過ごせる環境づくりにつながりました。

■今後の取組の方向性（計画推進に向けた課題、新たな行政課題への対応など）

○父親育児支援講座について、地域ケアプラザ等の身近な施設での実施回数を増やすとともに、家族で賑わう商業施設でも開催します。

○ハマハグの協賛店舗の増に向け、引き続き、地域子育て支援拠点と連携した地域の店舗・施設への協賛の働きかけや、子育て家庭への利用促進のＰＲに取り組みます。

○社会全体で子育てに取り組む機運を醸成し、働きやすく子育てにやさしい環境づくりを促進・支援するため、引き続きワーク・ライフ・バランス推進に関する普及・啓発等に取り組みます。

資料に修正があり９月13日時点で修正しました。

※修正部分は赤字
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）
R３年度

進捗状況
R３年度の取組№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

3 9
企業を対象としたセミナー等
の実施

-
セミナー等実施
回数：７回

（推進） -

【政策局男女共同
参画推進課】

セミナー回数：１回
再生回数：268回

【経済局中小企業
振興課】

動画制作５本
再生回数：670回

B

【政策局男女共同
参画推進課】

企業等の認定制度
「よこはまグッドバ

ランス賞」の予算に
含まれます。

【経済局中小企業
振興課】

1,750千円

【政策局男女共同
参画推進課】

企業等の認定制度
「よこはまグッドバ

ランス賞」に含まれ
ます。

【経済局中小企業
振興課】
985千円

B

【政策局男女共同参画推進課】
　緊急事態宣言の発令により、認定企業を招いてのセミナー
開催自体は中止となってしまったが、セミナーの内容を動画配
信したことにより、よこはまグッドバランス賞認定企業だけでな
く、広く市内企業に発信することができた。

【経済局中小企業振興課】
　多様で柔軟な働き方に関する動画５本を作成し、令和３年12
月～令和４年３月末までに延べ670回の再生をいただいていま
す。

推進

政策局男女共同参
画推進課、
経済局中小企業振
興課

4 9
共に子育てをするための家
事・育児支援

地域における父親育児支援
講座の参加者数

981人／年 7,640人（5か年） -
1,935人（２か年）
（R3年度1,105人） B 8,000千円 7,267千円 B

　啓発冊子や父親育児支援講座についての問合せを多く頂い
ており、市民からのニーズの高さが伺える。
　また、父親育児支援講座参加者アンケート結果では、講座
の満足度についての質問に対し、『大変満足』『満足』と回答し
た割合は97％となった。
　実施事業者からは、多くの方に参加していただけるよう、開
催方法等を工夫する必要があると意見があった。

推進 地域子育て支援課

5 9
祖父母世代に向けた孫育て
支援

-
孫育てに関する啓
発リーフレット配
布：約6,000部

（推進） - （実施） B - - B 　啓発冊子ついての問合せを頂いており、市民からのニーズ
の高さが伺える。

推進 地域子育て支援課

6 9
「トツキトウカＹＯＫＯＨＡＭＡ」
プロジェクトの推進

-
「トツキトウカＹＯＫ
ＯＨＡＭＡ」配布：
約18,000部

（推進） - （未実施） D - - B 　学校教材への活用したい等の要望が寄せられており、ニー
ズの高さが伺える。

推進 企画調整課

7 9
結婚を希望する方や子の結
婚を希望する保護者向けの
啓発・情報提供

-
結婚応援セミナー
実施回数：２回

（推進） - 0回 C 1,000千円 0千円 B 　結婚応援セミナーについての問合せを多くいただいており、
市民からのニーズの高さが伺える。

推進 企画調整課

8 9
子育て家庭応援事業（愛称
「ハマハグ」）（基本施策６の
再掲）

新規協賛店舗数 276件／年 1,500件（５か年） -
396件（２か年）

（R３年度139件） C 4,597千円 2,517千円 B

【利用者から】
・満足している点は、約９割が「お得な利用ができたこと」
・どこの店舗が実施しているかわかり易くなって欲しい。

【協賛店舗から】
・子育て支援、応援しているというアピールは、親が勇気づけ
られてとても良い。
・事業を知らない方が多いため、広報等により認知度を上げる
必要がある

推進 地域子育て支援課

9 9
地域における子どもの居場
所づくりに対する支援

-

地域における子ど
もの居場所の把握
数（平成30年７
月）：183か所

（推進） - （実施） B 11,000千円 6,661千円 B 　子どもの居場所づくりの支援に関する問合せを多くいただい
ており、市民ニーズの高さが伺える。

推進 地域子育て支援課

10 9 子どもの事故予防啓発事業 -
子どもの事故予防
啓発リーフレット配
布：約50,000部

（推進） -
子どもの事故予防
啓発リーフレット発

行
B 720千円 165千円 B リーフレットについて各区、施設等から問合せをいただいて

おり、活用されていることが伺える。
推進 地域子育て支援課

11 9 交通安全教育の推進 -

幼児交通安全教育
訪問指導回数：184
回
保護者向け交通安
全講話実施回数：
７回
はまっ子交通あん
ぜん教室の実施回
数：281回

（推進） -

幼児交通安全教育
訪問指導回数：209
回
保護者向け交通安
全教室実施回数：
４回
はまっ子交通あん
ぜん教室実施回
数：242回

B 29,631千円 28,835千円 A

マスコットによる幼児交通安全教室は参加者や実施園から
大変好評であり、「毎年来てほしい」旨、要望を多く受けてい
る。保護者を対象とした交通安全教室では、自転車への子ど
もの乗せ方等日常生活に密着した交通ルールについて啓発
する機会となっており、参加した保護者や幼稚園・保育所職員
から高評価を得ている。

推進
道路局交通安全・
自転車政策課

　「トツキトウカYOKOHAMA2022」については、協賛企業の減少
及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響により発行を見
送った。

　結婚を希望する未婚者や子の結婚を希望する親を対象とした
結婚応援セミナーについては、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響を受けて実施を見送ったが、民間企業が実施する出会
いの機会の提供に関する取組の周知等の協力を行った。

・アプリの認知があがり、利用登録者数増加の促進ができた。
(増15,677人 内アプリ登録者12,704人)
・協賛店舗数は前年比219件の減となった。(増139件、減358件)
（R3年度は登録状況の確認を全登録店舗に対して実施した。そ
の際に閉店等により削除すべき店舗が多く見つかったため減
の件数が多くなった）
・地域子育て支援拠点と連携し、地域の店舗・施設への協賛の
働きかけに取り組んだ。(登録申請件数２区合計40件)

・こども食堂の立ち上げに関するガイドブック「横浜で子ども食
堂・地域食堂を作ろう！ガイドブック」を、各区・関係部署に配布
した。
・子どもの居場所づくり活動支援補助金、アドバイザー派遣事
業、セミナー開催等による団体支援を行った。

　幼稚園・保育所等を訪問し、園児にパペットを使用した基礎的
な交通ルールや、横断歩道の渡り方などの指導を行う「幼児交
通安全教育訪問指導」を実施した。
　幼稚園・保育所の保護者を対象とした交通安全教室を開催
し、子育ての当事者に対する子どもの交通安全教育を実施し
た。
　はまっ子交通あんぜん教室（小学校での体験型交通安全教
室）を実施し、身を守る歩き方と正しい自転車の乗り方を学ぶ
機会を提供した。
　それぞれ新型コロナウイルスの影響により、キャンセル等が
発生し、年度当初の予定回数は下回ったものの、新たに啓発
動画を作成し活用することで、直接の対面によらない交通安全
教育の推進に努めた。

・リーフレット「ここが危ない！子どもの事故予防」を区や地域子
育て支援拠点等で配布、活用した。（発行50,000部）

【政策局男女共同参画推進課】
よこはまグッドバランス賞認定企業を対象とした「経営者向け女
性リーダー育成セミナー」として「イクボスで誰もが活躍できる職
場に 女性リーダーが育つ社会と、その経営者」を動画で配信。

【経済局中小企業振興課】
多様で柔軟な働き方に取り組む市内中小企業の人材確保、定
着率の向上や、経営力の向上を目的とした動画を作成し、配信
しました。

・父親育児支援講座を、地域ケアプラザや親と子のつどいの広
場、地域子育て支援拠点などの地域の身近な施設等において
80回開催し、参加者数は前年度の830人より275人増えた。
・啓発冊子「パパブック」を区役所や地域子育て支援拠点等で
配布、活用した。
・ウェブサイト「ヨコハマダディ」の運営により、父親向け育児支
援に関する情報配信を行った。
・プレパパ・プレママに向け、子どものいる暮らしをより充実させ
るための子育てと仕事の両立生活の情報支援を行うための冊
子「ワーク・ライフ・バランスハンドブック」を子育てイベントや区
等で配布、活用した。

祖父母世代に向けた孫育てに関する情報を掲載した冊子「まご
まご応援ブック」を、区役所や地域子育て支援拠点等に配布
し、普及啓発に取り組んだ。
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計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

R３年度決算額
（千円）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課
R３年度予算額

（千円）
R３年度

進捗状況
R３年度の取組№

施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R３年度実績

（R４年３月末時点）

12 9
地域防犯活動支援事業
（緊急防犯パトロール事業を
含む）

-

子ども安全リーフ
レットの配布（市内
小学生への配布）：
約125,000部

（推進） - （実施） B 163,288千円 143,742千円 B

　安全・安心のまちづくり対策パトロール（月14～15日）、緊急
防犯パトロール（緊急雇用創出事業）（146日間）、子どもの安
全ネットワーク会議等を実施し（令和３年度は書面開催）、効
果的に子どもの安全啓発を行うことができた。

推進
市民局地域防犯支
援課

13 9 よこはま学援隊 - 申請校数：245校 （推進） - 242校 B 13,500千円 11,713千円 B 【学校から】児童等が安全に登下校することができ、教職員の
負担軽減につながっているとの意見が寄せられている。

推進
教育委員会学校支
援・地域連携課

14 9
誰にもやさしい福祉のまちづ
くり推進事業

①鉄道駅舎へのエレベー
ター等の設置による段差解
消駅数
②ノンステップバスの導入率

①151駅（累計）
②74.5％（累計）

①152駅（累計）
②82.6％（累計）

-
①152駅

②79.84％ C ①-
②5,500千円

①－
②1,100千円 B ①、②ともに毎年予算要望があり、市民ニーズは高い 推進

健康福祉局福祉保
健課

15 9
地域子育て応援マンションの
認定

-
認定戸数（累計）：
5,907戸

（推進） - 6,479戸 B １千円 0千円 B
入居者へのアンケートでは、地域子育て応援マンションの認定
が入居の大きな判断材料の一つとなっているとの意見があ
る。

推進 建築局住宅政策課

　各区の実情に応じた防犯関係事業の推進や、市内全域で青
色回転灯装着車による「安全・安心のまちづくり対策パトロー
ル」「緊急防犯パトロール」（緊急雇用創出事業）を実施した。民
間企業等との「子どもの安全ネットワーク会議」の開催（令和３
年度は書面開催）等を通じた広報・啓発活動の実施などによ
り、地域における子どもの見守り活動への理解を深めるなど、
子どもの安全対策を推進した。

また、ＳＮＳ等のネットワークを悪用した犯罪等のトラブルに巻
き込まれる子どもが増加している状況を踏まえ、危険な目に遭
わないための使い方をわかりやすく掲載した「子ども安全リーフ
レット」を市内小学校へ約128,000部配布する配布するととも
に、「子ども安全教室」を実施した。

児童生徒の登下校見守り活動など、保護者や地域住民が行う
学校の安全管理に係るボランティア活動を支援することで、安
全・安心な学校づくりを推進。

①一時休止（事業者からの申請がなかったため）
②３年度の補助台数は民営２台（相鉄バス２台）

バリアフリーや遮音性に配慮する等、施設・構造面にやさしく、
保育所等の地域向け子育て支援施設を併設したマンションを
「横浜市子育て応援マンション」として、6,479戸認定（累計認定
戸数）。

25



 

令和５年４月入所に向けた保育の必要性の認定基準の一部改正について 

１ 趣旨 

保育所等を利用する場合や幼稚園等で実施する預かり保育を利用し無償化給付を受ける場合には、

子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定（以下、「給付認定」

という。）を受ける必要があります。 

このたび、妊娠期から子育て期の保護者支援を充実させる観点から、横浜市給付認定及び利用調整

に関する基準第１条に規定する「保育の必要性の認定基準」のうち、出産及び育児休業中の利用継続

に関連した事由について、一部改正の検討を行いましたので、ご意見をいただきたいと思います。 

【改正の概要】 

（１）産前産後認定における認定期間の始期の見直し 

（２）多胎児の育児休業中の利用継続の場合の保育必要量の見直し 

（３）地域型保育事業等の卒園児が、他の施設に進級後に育児休業中の利用継続を希望する場合の

対象施設の拡充 

 

２ 産前産後認定における認定期間の始期の見直し 

(1) 見直しの考え方 

現在、産前産後認定の有効期間は、出産又は出産予定日の前後８週間としています。このたび、妊

娠期の子育て世帯の支援を充実させる観点から、認定期間の始期「出産予定日の前８週」の規定を撤

廃し、妊娠判明後に保護者の希望する日から給付認定を開始します。これにより、現在の規定では産

前産後認定の対象とならなかった妊娠初期の体調不良などの場合にも認定を受けることが可能とな

ります。 

対象：保育所等入所児童、保育所等利用申請児童、幼稚園等預かり保育・認可外保育施設利用児童 

(2) 改正案 

横浜市給付認定及び利用調整に関する基準 別表１「保育の必要性の認定基準」 

保育の必要性の事由の定義 下線部分が改正箇所 

保育の必要性の 

認定基準 
現行 改正（案） 

２ 保護者が妊

娠中であるか

又は出産後間

がないこと。 

（１）保護者が出産又は出産予定

日の前後各８週間の期間で

出産の準備又は休養を要す

る状況にあるもの。（多胎妊

娠の場合は、出産又は出産予

定日の前 14週間、後８週間の

期間とする。） 

（２）出産は妊娠 85日以上の分娩

とし、死産及び流産を含むも

のとする。 

（１）保護者が妊娠中であるも

の。 

（２）保護者が出産又は出産予

定日の後８週間の期間にあ

るもの。 

 

 

（３）省略 

資 料 ９ 
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３ 多胎児の育児休業中の利用継続の場合の保育必要量の見直し 

(1) 見直しの考え方

現在は、育児休業中に保育所等を利用継続している場合の保育必要量は、多胎児か否かに関わら

ず、保育短時間（１日８時間まで）としています。多胎児を育てる家庭の精神的・身体的な負担を軽

減するため、多胎児の育児休業中の利用継続の場合は、保育標準時間を選択することを可能とし、多

胎児を育てる家庭の育児を支援します。 

対象：保育所等入所児童 

(2) 改正案

横浜市給付認定及び利用調整に関する基準 別表１「保育の必要性の認定基準」 

保育標準時間・保育短時間の区分 下線部分が改正箇所 

保育の必要性の 

認定基準 
現行 改正（案） 

９ 保護者が、育児休業をする場合で

あって、当該保護者の当該育児休業

に係る子ども以外の小学校就学前子

どもが特定教育・保育施設、特定地

域型保育事業又は特定子ども子育て

支援施設等を利用しており、当該育

児休業の間に当該特定教育・保育施

設等を引き続き利用することが必要

と認められること。 

保育短時間の区分とす

る。 

保育短時間の区分とす

る。ただし、育児休業

に係る子どもが多胎児

の場合は、保護者の申

請により、保育標準時

間の区分とすることが

できる。 

４ 地域型保育事業等の卒園児が、他の施設に進級後に育児休業中の利用継続を希望する場合の対

象施設の拡充 

(1) 見直しの考え方

現在は、地域型保育事業等の卒園児が連携施設に進級する場合に限定して育児休業中の利用継続

を認めています。 

【これまでの進級パターン】 

※前提条件：保護者のいずれかが、卒園児のきょうだい児の育児休業中であるとき

①連携施設になっている保育所等に進級する場合は、育児休業を継続することが可能である。

保育所Ａ 

（連携枠） 

地域型保育事業等

に通う２歳児 

保護者の意向 

「下の子の育児休業を継続

しながら、進級したい。」 
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②翌年度４月入所一次利用調整に申請し、保育所等に進級する場合は、育児休業を切り上げて、

復職する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度末に届いた市民からの広聴をきっかけに検討をすすめた結果、妊娠・出産を希望する方

がその時期を保育所等の利用状況に影響されないことが望ましいと考えられるため、地域型保育事

業等の卒園児が、他の施設に進級する際に育児休業中の利用継続が必要であると認められる場合は、

対象施設を限定しないこととします。 

【改正後の進級パターン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：地域型保育事業・認可乳児保育所・横浜保育室の卒園児童 

(2) 改正案 

横浜市給付認定及び利用調整に関する基準 別表１「保育の必要性の認定基準」 

保育の必要性の事由の定義 下線部分が改正箇所 

保育の必要性の 

認定基準 
現行 改正（案） 

10 保護者が、前

各号に類する

ものと認める

状態にあるこ

と。 

（１）別居の親族を常時介護又は

監護しているもの。 

（２）ひとり親世帯等において就

労、求職活動、職業訓練等を

行うことにより自立の促進

が図られると福祉保健セン

ター長が判断したもの。 

（１）（２）省略 

 

 

 

 

 

 

保育所Ａ 

（連携枠ではない） 

地域型保育事業等

に通う２歳児 

保護者の意向 

「連携施設になっていない園にも

通いたい。本当は、育児休業も継

続したいけれど・・」 

保育所 B 

認定こども園 C 

条件 
入所出来たら、育児休
業を切り上げて、復職
しなければならない。 

地域型保育事業等

に通う２歳児 

保護者の意向 

「下の子の育児休業を継続しながら、

進級したい。連携施設だけでなく、い

くつかの園を希望。」 

保育所Ａ 

保育所 B 

認定こども園 C 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他児童福祉の観点から

福祉保健センター長が特に

保育が必要な緊急度が高い

と判断したもの。 

（３）保護者が、育児休業をする

場合であって、当該保護者

の当該育児休業に係る子ど

も以外の小学校就学前子ど

もが地域型保育事業、認可

乳児保育所又は横浜保育室

の卒園児であり、進級時に

特定教育・保育施設等を引

き続き利用することが必要

であると認められるもの。 

（４）省略 

 

５ 適用時期 

  令和５年４月分の利用申請（利用継続含む）及び給付認定申請（変更含む）から適用します。 

 

６ 参考資料 

横浜市給付認定及び利用調整に関する基準 別表１「保育の必要性の認定基準」 
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別表１「保育の必要性の認定基準」

保育の必要性の認定基準 保育の必要性の事由の定義 保育標準時間・保育短時間の区分

１ 保護者が居宅外又は

居宅内で労働すること

を常態とすること。 

（１）保護者が居宅外で原則として月 64 時間以上

労働することを常態とするものであって、次の

ものを含む。

ア 居宅外の自営又は農漁業従事者。

イ 勤務先が決定又は内定しているもの。

（利用開始後、１か月以内に就労するもの。） 

（２）保護者が居宅内で原則として月 64 時間以上

事業の営業者又は事業専従者として労働する

ことを常態とするもの。（内職従事者を含む。）

ア 月 120 時間以上労働する場

合は保育標準時間の区分とす

る。

イ 月 64 時間以上労働する場合

は保育短時間の区分とする。た

だし、アに該当する場合は除

く。

２ 保護者が妊娠中であ

るか又は出産後間がな

いこと。 

（１）保護者が出産又は出産予定日の前後各８週間

の期間で出産の準備又は休養を要する状況に

あるもの。（多胎妊娠の場合は、出産又は出産予

定日の前 14 週間、後８週間の期間とする。） 

（２）出産は妊娠 85 日以上の分娩とし、死産及び

流産を含むものとする。

保育標準時間の区分とする。 

３ 保護者が疾病にかか

り、若しくは負傷し、又

は精神若しくは身体に

障害を有していること。 

（１）保護者の治療又は療養の期間が原則として１

か月以上に渡り、自宅療養又は入院療養のも

の。ただし、自宅療養者については原則として

通院加療中で、児童の保育が必要であるもの。 

（２）保護者が療育手帳の交付を受けているもの。

（３）保護者が身体障害者手帳の交付を受け、１級

から４級に判定されたもの。 

（４）保護者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けているもの。 

（５）保護者が（２）～（４）の判定のないもので

あっても、障害の程度によって児童の保育が必

要であると判断されるもの。

保護者の申請により、保育標準時

間又は保育短時間の区分とする。 

 

４ 保護者が、同居の親族

（長期間入院等をして

いる親族を含む。）を常

時介護又は看護してい

ること。 

（１）親族が治療等に原則として１か月以上の期間

を要するもの。疾病には負傷を含む。 

（２）親族が療育手帳の交付を受けているもの。

（３）親族が身体障害者手帳の交付を受け１級から

３級に判定されたもの。 

（４）親族が精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ているもの。 

（５）親族が（２）～（４）の判定がないものであ

っても、障害の程度によって常時介護を要する

と認められるもの。

（６）常時介護とは、病院等で原則として月 64 時

間以上看護に従事することをいう。又は自宅に

おいて病臥の状態にあるものを看護するもの、

親族に身体障害者等がいてその介護に従事す

るものをいう。

なお、病院、特別学校及び障害児(者)施設等

に通院、通学、訓練等のため原則として月 64 時

間以上付添をしているものを含む。 

保護者の申請により、保育標準時

間又は保育短時間の区分とする。 

５ 保護者が、震災、風水

害、火災その他の災害の

復旧に当たっているこ

と。 

（１）保護者が自宅及びその近隣の火災その他の災

害の復旧に当たっているもの。 

保育標準時間の区分とする。 

６ 保護者が、求職活動

（起業の準備を含む。）

を継続的に行っている

こと。 

（１）保護者が求職活動（起業準備を含む）をする

ことを常態としているもの。

ただし、３か月の範囲内で求職活動に必要と

認められる妥当な期間を定めることとする。 

保育短時間の区分とする。 

７ 保護者が、就学するこ

とを常態とすること。 

（１）保護者が原則として月 64 時間以上就学する

ことを常態とするものであって、次のいずれか

に該当すること。

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１

ア 月 120 時間以上就学する場

合は保育標準時間の区分とす

る。

イ 月 64 時間以上就学する場合
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条に規定する学校、同法第 124 条に規定する

専修学校、同法第 134 条第１項に規定する各

種学校その他これらに準ずる教育施設に在

学しているもの。 

イ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64

号）第 15 条の７第３項に規定する公共職業

能力開発施設において行う職業訓練若しく

は同法第 27 条第１項に規定する職業能力開

発総合大学校において行う同項に規定する

指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練

の実施等による特定求職者の就職の支援に

関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条

第２項に規定する認定職業訓練その他の職

業訓練を受けているもの。 

は保育短時間の区分とする。 

  ただし、アに該当する場合は

除く。 

８ 保護者が児童虐待を

行っている又は配偶者

からの暴力を受けてい

ると認められること。 

 

（１）児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年

法律第 82 号）第２条に規定する児童虐待を行

っている又は再び行われるおそれがあると認

められるもの。 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第１条 

に規定する配偶者からの暴力により小学校就

学前子どもの保育を行うことが困難であると

認められるもの。（（１）に該当する場合を除

く。） 

保育標準時間の区分とする。 

９ 保護者が、育児休業を

する場合であって、当該

保護者の当該育児休業

に係る子ども以外の小

学校就学前子どもが特

定教育・保育施設、特定

地域型保育事業又は特

定子ども子育て支援施

設等を利用しており、当

該育児休業の間に当該

特定教育・保育施設等を

引き続き利用すること

が必要であると認めら

れること。 

（１）保護者の育児休業開始日において、児童が、

次年度に就学を控えているもの。（いわゆる年

長組） 

（２）保護者の健康状態やその子どもの発達上環境

の変化が好ましくないと考えられる場合など、

児童福祉の観点から当該施設・事業を引き続き

利用することが適当と認められるもの。 

保育短時間の区分とする。 

10 保護者が、前各号に類

するものと認める状態

にあること。 

（１）別居の親族を常時介護又は看護しているも

の。 

（２）ひとり親世帯等において就労、求職活動、職

業訓練等を行うことにより自立の促進が図ら

れると福祉保健センター長が判断したもの。 

（３）その他児童福祉の観点から福祉保健センター

長が特に保育が必要な緊急度が高いと判断し

たもの。 

福祉保健センター長の判断により、

保育標準時間又は保育短時間の

区分とする。  
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令和３・４年度
新型コロナウイルス感染症に関する

こども⻘少年局の事業・取組

資料10−１

1

事業・取組名 主な取組内容等※下線部はR4新規・拡充
令和３年度
※上段は予算額
(下段は決算額)

令和４年度
※⾦額は予算額

１
新型コロナウイルス感染
症患者の⼦どもの受⼊環
境整備事業

保護者が新型コロナウイルス感染症により⼊院し、親族等
による保護も難しい場合など、やむを得ない事情により養
育者不在となった⼦どもについて、⼀時的に受け⼊れ、保
護。

3,488万円
(3,054万円) 6,324万円

2 保育施設再開等⽀援事業
感染者が発⽣して休園した保育施設が、可能な限り速やか
に保育を再開できるよう施設の消毒等に係る経費を補助。
また、休園中の代替保育の利⽤料を保護者に対して補助。

2,200万円
(7,549万円) 4,100万円

３ 児童福祉施設等における
感染症拡⼤防⽌対策事業

児童福祉施設等における感染拡⼤防⽌を図るため、感染防
⽌に資する備品購⼊等に対する経費や、施設職員が感染症
対策の徹底を図りながら施設運営できるために必要な経費
を補助。
また、新たな感染症対策を⽬的とした簡易な改修にかかる
経費を補助。

17億1,545万円
(19億5,613万円) 35億1,370万円



事業・取組名 主な取組内容等※下線部はR4新規・拡充
令和３年度
※上段は予算額
(下段は決算額)

令和４年度
※⾦額は予算額

４ 障害児施設等における福
祉サービス継続⽀援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発⽣した施
設・事業所において、建物の消毒に要する費⽤や職員の感
染等に伴う⼈員確保等、サービスの継続に必要な経費を補
助。

6,156万円
(7,933万円) 3,199万円

５ 障害児施設等に対する抗
原検査事業【R4新規】

障害児施設等において、新型コロナウイルス感染症が疑わ
れる症状が発⽣した場合、即時に検査を⾏い必要な対策を
とる事ができるよう、抗原検査キットを配布。

ー 6,175万円

６
保育所等・放課後児童ク
ラブにおけるＩＣＴ活⽤
推進事業

感染防⽌対策を⾏いながら運営を継続している保育所等や
放課後児童クラブにおいて、ＩＣＴの活⽤による業務負担
の軽減や運営の効率化等を図るために必要な経費を補助。

3億8,635万円
(1億2,775万円) ー

７ 妊産婦等総合対策事業

感染症のリスクが続く中でも妊産婦等が安⼼して妊娠・出
産・⼦育てができるよう、妊産婦等に寄り添った総合的な
⽀援を実施。
①感染した妊産婦への寄り添い⽀援
②妊婦への分娩前検査
③オンラインによる保健指導等
④育児等⽀援サービスの提供 等

3億9,213万円
(3億534万円) 2億2,507万円

８ ひとり親世帯フードサ
ポート事業

感染拡⼤の影響により困窮しているひとり親世帯を⽀援す
るため、フードバンクを活⽤した⾷品の提供。

2,254万円
(1,800万円) 1,899万円
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事業・取組名 主な取組内容等※下線部はR4新規・拡充
令和３年度
※上段は予算額
(下段は決算額)

令和４年度
※⾦額は予算額

９
就職氷河期世代⽀援
（こども⻘少年局事業
分）

就職氷河期世代の⽅の就職意欲の向上及び就労に資する能
⼒伸⻑のための３か⽉間⻑期プログラム、受講期間中の定
期的な⾯談、受講後の進路調整を⼀体的に⾏う事業を実施。

900万円
(900万円) 900万円

10 緊急雇⽤創出事業（こ
ども⻘少年局事業分）

感染拡⼤の影響による雇⽤情勢の悪化に対応するため、全
市を挙げて雇⽤を創出。こども⻘少年局では、⼀部施設の
消毒等を実施するための新たな雇⽤を創出。

864万円
(785万円) 1,614万円

11
低所得の⼦育て世帯に
対する⼦育て世帯⽣活
⽀援特別給付⾦

新型コロナウイルス感染症による影響が⻑期化する中で、
低所得の⼦育て世帯に対する⽣活⽀援として特別給付⾦を
⽀給。

46億7,197万円
(33億1,733万円) 34億5,772万円

12 令和３年度⼦育て世帯
への臨時特別給付⾦

新型コロナウイルス感染症が⻑期化しその影響が様々な
⼈々に及ぶ中で、⼦育て世帯への⽣活⽀援する取り組みと
して特別給付⾦を⽀給。

453億8,388万円
(428億8,048万円) 12億6,097万円
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１ 保育所等（※）における感染者数等の状況 

 
※保育所等…1181 か所 内訳【保育所（857 か所）、幼保連携型認定こども園（49 か所）、地域型保

育事業（255 か所）、横浜保育室（20 か所） （令和４年 4月 1日時点）】 

 
〇感染確認された園児・職員の数（令和４年８月９日時点） 

R4年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

園児 898 人 3,258 人 2,769 人 1,503 人 737 人 517 人 3,149 人 2,146 人 

職員 440 人 1,333 人 862 人 475 人 201 人 122 人 1,317 人 1,053 人 

計 1,338 人 4,591 人 3,631 人 1,978 人 938 人 639 人 4,466 人 3,199 人 

 
○園児・職員の感染確認により、１日以上休園した保育所等（令和４年８月９日時点） 

R4 年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

変更前 481 971 898 581 287 28 ― ― 

変更後※１  ―  ―  ―  ―  ― 36 122 13 

※１ 令和 4年 6月 6日の休園取扱変更後（7月 25 日以降は濃厚接触者の特定を終了） 

 

○園児・職員の感染が確認されたものの、休園とせず、開園を継続した保育所等 

（令和４年８月９日時点） 

R4 年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

変更前 120 767 669 378 202 19 ―  ― 

変更後※１  ― ― ― ― ― 300 2,223 1,395 

※１ 令和 4年 6月 6日の休園取扱変更後（7月 25 日以降は濃厚接触者の特定を終了） 

 

 

２ 現在の保育所等の対応方針  

 (1) 濃厚接触者の特定終了を決定した経緯 

７月 22 日に厚生労働省から、オミクロン株の特性や、保健所等の業務状況

と社会経済活動への影響を踏まえ、改めて保育所等での濃厚接触者の特定や

行動制限の必要性について、各自治体において検討するよう通知。 

これを受け、本市では、オミクロン株ＢＡ.５系統への置き換わりが進み、

新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増する一方、重症者数が抑えられ

ている状況や保護者の就労への影響などを踏まえ、社会経済活動との両立を

図るため、保健所と協議の上、７月 25 日から保育所等での濃厚接触者の特定

を終了した。 
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(2)休園について 

基本的に保育所等の休園はなくなるが、保育士が感染等により複数出勤で

きないなど、安全な保育体制の確保が困難な場合には、区と協議の上、一部

または全部休園となる場合がある。 

 

【参考】変更前の休園対応（6/6～7/25） 

陽性者が判明した場合、濃厚接触者の特定が終わるまでの１日程度、該当クラス等の

みを休園 

 

(3) 現在の取組 

○保護者に対し、発熱等の症状がある子どもについては、当然登園を控えて

いただくよう本市から依頼。 

○施設に対し、陽性者が確認されたクラス名や、感染規模（感染者数）につ

いては、個人が特定されないよう配慮の上、周知していただく等、園利

用者の不安感に配慮するよう依頼。園利用者は、この情報を基に自主的

に登園自粛をするか判断。 

○施設に対し、引き続き、基本的な感染対策の徹底を依頼し、効果的な換気

の具体的な方法について、国の通知を基に施設等へ周知。 

○感染の疑いがある施設職員が速やかに自身の感染状況を確認できるよう、

本市から抗原定性検査キットを配付。 
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